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当社は、品質マネジメントシステムの国際規格

（ISO９００１�２０００）および環境マネジメントシステ

ム（ISO１４００１�２００４）を取得している。その品質

�環境の方針として、「……船舶の安全運航による

貨物の安全輸送並びに賃貸ビルにおける安全でか

つ快適な賃貸スペースの提供に対して信頼性の高

いサービスが提供できること（中略）を理念に、

全従業員が一丸となり、業務を効果的、かつ確実

に遂行することにより」目的を達成すると謳って

いる。

その実際は、まず管理する対象を決め、対象の

方向性として目標を定め、目標達成ができるよう

なPDCAの活動を行い、業務の継続的改善を行う

というものだが、今は業務フローにあわせた「文

書管理」の対応を行っている段階である。上記目

的の達成が現実のものとして成果が現れているの

かと問われれば、まだまだといわざるを得ない。

当社グループでは最初に船舶管理会社のイイノ

マリンサービス社が ISOを取得した。彼らは、ISO

取得以前に ISMコード対応を実施しており、ISO

の要求項目を ISMコードにリンクすることが上手

くでき、後から取得した本社の海運部門や不動産

部門に比べると、対応が早かった。管理部門はじ

め全社をあげて行うとなると、Keyとなる「文書

管理」をどうやってやるかということになるので、

ITをうまく活用しなければ達成できない。従って、

現在いかに文書管理を IT化するかということに注

力している。

ところで、最近、内航海運業法が改正され、運

航管理規程が安全管理規程に改定された。それを

見ると、経営トップの安全に係るコミットメント

とその実施に対する責務の明示、PDCAサイクル

の明示化、コンプライアンス、文書管理、記録の

作成及び管理の実施等が求められている。その具

体的実施は ISOと同じ考え方で対応できると思わ

れる。

また、今年会社法が施行され、内部統制システ

ムの構築に焦点があたっている。当社は、コーポ

レートガバナンス�内部統制システムの考え方に

ついてはすでに開示しているが、具体的実施策は

安全管理規程への対応同様 ISOの考え方を適用す

ることになる。今後 JSOX（日本版SOX法）の

要求基準が明らかになってくるが、その対応策も

同じである。

これら複雑化する最近の企業への要求に対して

は、ISOの考え方をベースにして具体策を実施し

ていけば基本的に対応可能ではないかと考えてい

る。しかし、ISOの適用を推し進めていけば、こ

れまでの業務の手法そのものを変えることになる。

それは現場にいる従業員には一時的に作業量が増

えることになる。なかなか受け入れられにくいか

もしれないが、越えねばならないハードルである。

ISOについて
日 本 船 主 協 会 常 任 理 事
飯野海運株式会社 代表取締役社長 杉本勝之

巻 頭 言
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�定期船市場について
奇しくも海上コンテナ輸送が開始されて５０周年

の今年、船社名から定期船の名門「P&O」とコン
テナ船の旗手「Sealand」の名前が消滅した。コン
テナ船市場の過去半世紀の発展の歴史において両

社の名前は不滅と思われて来たが、皮肉な結末と

云わねばならない。両社を呑み込んだのは今や業

界の巨鯨となった「MAERSK LINE」である。
一方、同社は今年世界最大のコンテナ船「Emma

Maersk」をグループ造船工場で建造し、サービス
に投入した。公称積高１１，０００TEUと初めて１０，０００
TEUを突破したが、実際の最大積高は１４，０００個と
も言われ、その巨大さには目を見張るものがある。

初期のフルコンテナ船は８００TEU程度であったので、
１隻あたりのキャパシティーは十数倍になった。

コンテナの荷況は、本年上半期、アジアから米

国向けで１４．３％増、アジアから欧州向けで１４．１増％

と堅調で、基幹航路の消席率も９０％以上であった

と言われている。欧州航路などでは、昨年末以来

の船腹過剰懸念による値下げ圧力から、運賃の低

下が年初には見られたが、その後過剰船腹懸念が

杞憂に終わったことが明らかになるとともに一定

の運賃修復が行われた。また、北米航路では運賃

は比較的高い水準ながら市況は弱含みで推移した。

コスト面では、原油価格高騰につられ燃料費が高

騰すると共に、旺盛な荷況はフィーダー・コスト

やインランド・コスト、あるいはターミナル費用

の上昇にも繋がり、船会社の収益を圧迫した。

傭船料については、２００５年のピークに比べれば

大幅に下落した。歴史的に眺めれば、その水準は

なお比較的に高い水準にあるが、今秋以降再び下

落傾向を強めている。船腹需給の緩和が拡がって

いることを示しているものとみられる。

オペレーションにおいては大きな船混み等はみ

られなかったものの、運賃の低下やコスト上昇に

起因して赤字を余儀なくされた定期船船社が頻出

した。

なお、今年はトピックスとして同盟の問題を挙

げなければならない。欧州連合（EU）の閣僚理事
会は、海運同盟や船社間協議協定などの外航海運

カルテルの欧州競争法からの適用除外を規定した

理事会規則４０５６�８６を２００８年１０月に廃止することで
合意した。これによって２００８年１０月以降、欧州関

係航路では同盟活動が禁止されることになる。但

し、同制度は廃止するものの、競争法の範囲内で

船社間の意見交換などは容認する方向で、欧州委

員会は今後２年間の猶予期間に、同制度廃止後の

ガイドラインを策定することになっている。また、

日本でも公正取引委員会の「政府規制等と競争政

策に関する研究会」より、外航海運に対する独禁

法適用除外制度を廃止すべきであるとの報告書案

が出された。

�ドライバルク市場について
２００６年のドライマーケットは、年の前半は比較

的安定した水準を維持した。夏場以降は季節的な

要因もあり、ここ数年と同様に再び急上昇した。

冬場に向けてやや強含みの気配が続いた。

図表１には BDI・BCIと中国向け鉄鉱石輸送のケ
ープサイズのスポットレート推移を示した。２００６

年旧正月明けには、鉄鉱石価格大幅値上げ交渉を

背景として、中国勢の駆け込み調達需要があり、

一時的に運賃水準が急反発する局面も見られた。

その後、マーケットは鉄鉱石価格交渉の遅れから

新規調達が手控えられたため、市況は弱含みで推

移した。価格が決まった６月以降は、中国の粗鋼

生産の拡大を背景とする鉄鉱石輸送需要とともに

濠州の大旱魃による穀物大凶作が穀物輸入先の遠

����年の海運業界回顧

日本郵船株式会社 調査グループ長 木村丈剛

特 別 欄  
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出典：Clarkson Research Studies
（Shipping Intelligence Weekly を各月平均）

出所：各種調査資料よりNYK作成

距離化を引き起こすなどから、ケープサイズを主

導として右肩上がりの上昇基調が続いた。

図表１ Capesize Bulker Spot Earning
（average），BCI , BDI

中国の粗鋼生産は、１９９７年に米国・日本を抜き、

２００２年にはEUも抜いて世界一の生産量を記録した
が、その後さらに増産ペースを急激に高めた。２００５

年には３４９百万トンと三億トンの大台を越え、さら

に２００６年粗鋼生産は１０月末現在で既に３４６百万トン

に達し、２００６年通年では四億トンを超える勢いに

ある。

これに伴い鉄鉱石の輸入も増加しており、２００６

年の鉄鉱石輸入量は１０ヶ月経過した時点で既に昨

年年間数量並の２６９百万トン（２００５年輸入量は年間

２７５百万トン）を記録しと、前年同期比２割増のペ

ースで拡大して来た。但し、過熱投資引き締めの

具体的措置が相次いで打ち出され、鉄鋼需要の伸

びに翳りが見えること、足下鉄鉱石の輸入量の増

勢にも減速の兆しが見られることは注目すべきで

あろう。

国内の投資過熱抑制政策の具体化による影響と

見られる現象として、中国の集中豪雨的鋼材輸出

ラッシュを上げることが出来る。２００５年まで鋼材

の純輸入国であった中国は、２００６年は１０月までの

時点で輸出量は約３３百万トン、前年比９２％の急増

を記録した。一方、輸入量はこの間２９％減少し１６

百万トンで、NET輸出量は１７百万�に達する。今
やアジア最大の鋼材輸出国となった。ここ数年間

に亙り、中国の粗鋼生産の急激な拡大は、国内需

要の著しい成長と共に伸びてきたが、ここに来て

鋼材の対外輸出の急激な拡大は、内需の伸び悩み

を伺わせるものとして、最も注意しなければなら

ない。

なお、鋼材は、穀物・セメントなどとともにハ

ンディ・ハンディマックスの主要貨物であり、中

国の鋼材輸出の急増は、ケープサイズマーケット

のみならず、ドライマーケット全体に大きな影響

を及ぼしている。

�タンカー市場について
図表２には中近東・日本の VLCC運賃水準の推

移を示した。

米国ガルフを襲った大型ハリケーンの影響で２００５

年の第４四半期は市況が急騰したが、２００６年に入

っても引き続き高水準を維持した。日本・韓国の

記録的寒波による暖房油在庫の減少に対する緊急

手当てや中国の原油輸入量の増加で、中東�日本
間 VLCC月平均値は春先までWS１４０前後の高値で
推移したが、冬場の需要期が終了するとともに運

賃はWS６０台まで下落した。
６月インド洋でのモンスーン発生による船腹タ

イト化と８月 BPのアラスカ・プルドー湾油田の操
業停止で、夏場にはWS１２０～１３０の水準に上昇した。
OECD北半球諸国の夏場の需要が予想外に増えな
かったこと、米国のハリケーンへの備えで在庫積

みましたものの、結果的にハリケーンの襲来は空

振りに終わったために、米国の在庫増となったこ

とに加えて、世界的な需給緩和感が広く浸透した

たため、原油・製品価格は夏以降大幅に反落し、

OPECは約２年振りに１２０万 b�dの減産に踏み切
った。先安感から石油の買い控えも加わり船腹需

要は減退し、運賃は再び下落に転じた。これに伴

いタンカーの市況は秋以降下落し、１１月下旬には

シングルハルでWS５０、ダブルハルでWS６０をつけ、
基調は弱含みで推移している。

図表２ VLCC MIDDLE EAST�JAPAN WS
（月平均）
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����年 海運界重大ニュース
〇トン数標準税制については平成２０年度導入に目処、

船舶特償についてはほぼ現行内容にて存続さる

平成１９年度税制改正において、「トン数標準税制」

について、「政策目的を達成させるための法律が平成

２０年の通常国会において整備されることを前提にし

て、平成２０年度税制改正において具体的に検討する。」

との結論が出された。

また、平成１９年３月末をもって適用期限を迎える

「船舶等の特別償却制度」および「国際船舶に係る

固定資産税の軽減措置」について、ほぼ要望通りの

内容で延長が認められた。

〇外航海運各社業績は増収減益も引き続き船隊増強

の動き目立つ

外航大手３社の２００７年３月期の業績は、好調な荷

動きを背景に増収を見込む一方、燃料費をはじめと

するコスト増などから減益を見込むも一定の利益を

確保できる見通し。このようななか、急増する輸送

需要を見据え、引き続き活発な船隊増強の動きが目

立った。

〇水先制度の抜本改革の実現化に向けて改正水先法

が成立

２００５年１１月の交通政策審議会の答申に沿った水先

制度改革を実施するため、水先法の改正が行われ（２００６

年５月１７日公布）、２００７年４月１日に施行されること

となった。水先制度改革の主な方策は以下の通り。

� 水先人の養成・確保…等級免許の導入、養成制

度の創設

� 業務運営の適格化…水先人会の法人化による責

任遂行体制の確立、日本水先人会連合会の創設

� 業務の効率化…三大湾（東京・伊勢三河・大阪）

における水先区の統合、認可料金制度の導入

なお、三大湾における水先区の統合については、

２００６年９月２６日に公布された政令で、措置されてい

る。

〇船・機長配乗要件の撤廃および日本人海技者の確

保・育成新スキームが実現に向かう

�官公労使による「日本人船・機長配乗要件の見直

し等に関する検討会」（座長：野川忍・東京学芸大

学教授）は、４月に国際船舶の船・機長配乗要件

撤廃に係る法的問題は無いと結論。その後、国土

交通省は、７月の交通政策審議会海事分科会にお

いて、２００７年度からの新規外航日本籍船の建造・

登録に間に合わせるべく、関係通達の改正や承認

試験の準備など、配乗要件の撤廃に向けての作業

に着手したことを報告した。

�一方、外航日本人船員（海技者）の新たな確保・
育成策（新スキーム）を検討してきた労使は、６

月に国土交通大臣に対し、新スキームを実現する

ための国の支援を要望。これを受けた国土交通省

は、官労使で構成する「外航日本人船員確保・育

成に関する新スキームのための検討調整会議」を

立ち上げ、２００７年度より新スキームを実施するた

めの実務的検討を開始した。

〇 ILO海事労働条約が採択される

本年２月にジュネーブで開催された国際労働機関

（ILO）海事総会（第９４回総会）において「２００６年海

事労働条約（ILO Maritime Labour Convention，

２００６）」が採択された。

この条約は、ILOの６０を超える船員労働に関する条

約・議定書および勧告を現代的視野から見直し整理

・統合したものであり、その作業には２００１年からほ

ぼ５年の歳月が費やされた。

新条約は、国際海事機関（IMO）関係条約の手法

を取り入れ、旗国責任に基づいた旗国検査や証書発

行、更には寄航国検査（PSC）を課し、より強力な

強制力を持たせたことに特徴があり、IMOのSO-

LAS条約、MARPOL条約、STCW条約と並ぶクオ

リティ・シッピング実現のための４本目の柱になる

といわれている。

〇外航船社間協定の独禁法適用除外制度問題に内外

でまだら模様の判断

わが国公正取引委員会は、外航船社間協定に対す

る独禁法適用除外制度（除外制度）について、１２月、

「制度を維持する理由はない」とする見解を発表し

たが、制度の要否についての判断は示さず、今後の
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検討を国土交通省に期待するとした。これを受けた

国交省は、「現行制度は適正に機能している」とその

立場を明らかにしつつ、今後制度のあり方を検討し

ていくとし、結論は先送りとなった。

また、海外では、EU（欧州連合）が２００８年１０月の

制度廃止を決定（９月）した一方、シンガポールは

除外制度の新設を発表（７月）、豪州も基本的に制度

維持を決定（８月）するなど、各国の判断が分かれ

た。

〇アジア船主フォーラム（ASF）の第１５回総会を軽

井沢で開催。常設事務局問題でWGを立ち上げ

当協会主催により、ASF第１５回総会が５月に軽井

沢で開催された。ASFの年次総会は、アジア７地域

（日本・韓国・中国・台湾・香港・ASEAN・オース

トラリア）の船主協会が回り持ちで開催しており、

日本での開催は第１回、第８回に続く３回目。今回

の総会には総勢１２２名が参加、５つの“S”委員会

（シッピング・エコノミックス・レビュー、シップ

・リサイクリング、船員、航行安全および環境、保

険法務）の活動報告等が行われた他、ASF常設事務

局の具体案検討のためWGを設置することが合意さ

れた。次回第１６回総会（於：釜山）でWGの検討結

果が審議される。

〇燃料油の高騰の影響が続く

原油価格の指標であるWTIは数年にわたる高騰を

続け、本年８月には＄７６．９８�バレルと過去最高に迫
る価格となり、年後半には若干下落傾向が出てきた

もののバンカー価格、国内A・C重油価格は、依然高

水準で推移している。これら高騰した燃料油価格は、

費用に占める割合も年々高まり、外航海運では営業

利益の大幅な減少を招き、内航海運では大多数を占

める中小企業事業者の企業体力を脆弱化させ、死活

問題となるなど海運業界に対する影響は深刻なもの

となっている。このため、海事振興連盟が開催した

タウンミーティング（今治市および広島市）におい

てもこの問題を訴えるとともに、９月には当協会、

日本内航海運組合総連合会、日本長距離フェリー協

会の連名で国土交通大臣にこれら事業者の置かれて

いる状況についての理解と支援を求めた。これを受

け同省は、日本経済団体連合会および日本商工会議

所に対し、運賃等への転嫁など燃料費コスト負担へ

理解を求めた。

〇船員保険制度改革の方向性まとまる

船員保険制度については、被保険者数の減少が続

くとともに、管掌主体である政府において、船員保

険特別会計の見直しや社会保険庁の組織改革が進め

られてきたことから、制度の抜本的な見直しに向け

て、社会保険庁運営部長主催の「船員保険事業運営

懇談会」において検討が行われてきた。

同懇談会は２００６年１２月に報告書を作成し、船員保

険制度と一般保険制度の統合等の新たな船員保険制

度の具体的な内容を取りまとめる予定である。

今後はこの報告書を受け、２００６年度内に各種審議

会等での審議、改正法案の国会提出を経て、２０１０年

に新たな保険制度の運用が開始されることとなる。

〇外国人船員問題への取り組み強化

当協会は、外国人船員問題に直接携わる国際船員

労務協会と、役員の相互交流や、同協会主催の日本

・フィリッピンマンニングカンファレンスの後援、

双方の協会のロンドン事務所の同居等を通じて関係

の緊密化を図り、来年に予定されている外国人船員

の労働条件に関する第３回 IBF交渉等の外国人船員

問題への対応体制の強化を行った。

〇 IMOにおいて環境・安全関係の条約改正の検討が

進む

近年、海洋環境保護・航行安全に関する関心が高

まるなか、IMO（国際海事機関）においても環境保

護・航行安全に関する検討が活発に行われた。

船舶からの大気汚染防止に関する海洋汚染防止条

約（MARPOL条約）附属書�は２００５年５月に発効し
たばかりであるが、NOxおよびSOxは現行の排出

基準では十分な環境保護が確保されないこと、また

粒子状物質（PM）や揮発性有機化合物（VOC）に

関する排出基準が規定されていないことなどの理由

から同附属書を改正することが合意されていた。本

改正については、２００７年の最終化に向けて、本年４

月に開始された検討作業が進展した。

また、船舶の安全性を高めることを目的に、IMO

においてバルクキャリアの二重船側部および全船種

のバラストタンクに施行すべき塗装基準の開発が行

われてきたが、２００６年６月、最終的な技術要件が決

まり、同１２月、海上人命安全条約（SOLAS条約）の

改正案が採択された。
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１

国際会議レポート

インドが現在のIMO新条約案に反対の意思表明、混乱を招く
―バーゼル条約第�回締約国会議（COP�）の模様―

バーゼル条約第８回締約国会議（COP８）が本

０６年１１月２６日から１２月１日にナイロビで開催され、

船舶解撤が主要議題のひとつとして審議された。

シップリサイクル問題については、２００５年１２月

の IMO第２４回総会において、２００９年までにシップ

リサイクル新条約（正式名称：環境上適切な船舶

の再資源化のための国際条約）を策定する旨が合

意された。一方、バーゼル条約では、２００４年１０月の

COP７以降 IMO新条約がバ条約と同等の「管理と

実施のレベル」を確保することを目指すべく検討

が行われてきた。（本誌２００４年１１月号Ｐ．１２、２００５年

８月号Ｐ．１２、２００６年５月号Ｐ．７参照）。

� COP８での審議の模様

COP８では、英国を議長とする非公式協議グ

ループにおいて、次回 COP（２００８年を予定）まで

のバーゼル条約の検討の方向性を示す決議案（「船

舶解撤の環境上適切な管理に関する決議」。【資

料】参照）が取り纏められ、同案が COP８の決

議として採択された※。同決議は、締約国に対し

IMO新条約の評価を次回OEWGに提出するよう

要請すること、IMO新条約でリサイクル国のみ

ならず船主、旗国の責任も明確化されるべきで

あること等を内容としている。

IMO新条約の評価をバーゼル条約で行うこと、

ならびに船主、旗国の責任を明確にすべきとの

文言は、インドが強く主張したものである。イ

ンドは、これまで IMO新条約の策定に向けてバ

ーゼル条約側に対抗してきた IMO側同盟国であ

ったが、今回の COP８においては、現在の IMO

新条約案はリサイクル国のみに責任を負わせる

ものであり受け入れることができないこと、今

後の公開作業部会（OEWG。バーゼル条約の下部

組織）や COP９においてIMO新条約の評価を行

うべきとの意見を議場内外で再三繰り返し、IMO

海運ニュース
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側の国として参加していた日本のみならず、こ

れまでのバーゼル条約会合で日本と意見を異に

していた EUにとっても衝撃的な出来事であった。

COP９で IMO新条約に関する審議が行われる

となると、それ以前に IMO新条約の採択ができ

なくなる可能性があることから、わが国は議場

内外でこれを阻止することを働きかけ、その結

果 COP９で IMO新条約の評価を行うとの文言は

決議に含まれないこととなった。わが国として

は、今後の OEWGにおいて IMO新条約の評価

に関する検討が行われることは好ましくはない

が、COP９への言及を阻止したため、また、イ

ンドの主張により議場が混乱する場面が多々あ

り、EUもインドに対して相当妥協している様子

であったので、最終的に今回の決議案を受け入

れることとした。

� 今後の対応

COP８では、COP９での議論が IMO新条約の

採択時期を左右するという最悪の結果は免れる

ことはできたが、今後のバーゼル条約関係会議

において、新条約の評価に関する作業が行われ

る場合は、IMOでの審議に影響が出ないように

する対応が必要となる。また、インドのような

国が多く現れると、IMO新条約の策定という方

向性自体が困難になることもあり得るため、注

意を要する。

一方今後の IMOの審議において、インドがリ

サイクル国の立場を強く主張してくることが予

想される。インドの主張を見ると、１）高すぎ

るリサイクル施設の基準には反対、２）リサイ

クル施設�国だけではなく船主�旗国も責任を

追うべき、の２点に集約されると思われる。ま

た、議場外でシップリサイクルに係る議論の EU

内の中心国であるオランダと話をした際に、EU

として IMO新条約を認めるポイントとして、１）

リサイクル施設の基準と２）通報システム、の

２点が満足できるものでなければならないとの

話があった。IMO新条約を実効性あるものとす

るためには、インドを含むリサイクル国および

EUの批准は絶対条件であり、今後は、新条約へ

の各国の批准および新条約の発効という大きな

目標に向けて、インドや EUとの調整が求められ

ることになろう。

� COP８におけるその他の議論

COP８では、船舶解撤の環境上適切な決議の

ほかに、遺棄船舶に関する決議、ILO�IMO�バ

ーゼル条約第３回合同作業部会の開催の必要性

を確認する旨の決議が取り纏められた。また、

０６年７月にコートジボアールで起きた船舶残滓

処理時の人身死亡事件が大きく取り上げられ、

同事件への支援要請等を求める決議および IMO

条約とバーゼル条約の権限等に関する情報を求

める決議が採択された。

※：COP８では、全体会合（Plenary）の下に、船舶解撤
を含む COP７以降審議が行われてきた議題を一括し
て審議する全体委員会（Committee of the Whole。
COW）が組織され、さらに COWの下に非公式協議
グループなどが設置された。船舶解撤については、
非公式協議グループでドラフトした決議案が COW
で審議・承認され、さらに、COWから他の議題の決議
とともに全体会合に報告され、COP８の決議として
採択された。

（企画部：本澤）

【資料】

バーゼル条約第８回締約国会議 船舶解撤の環境上適切な管理に関する決議（仮訳）

締約国会議は、

決議��２６を想起し、

せんきょう Dec 2006● 7



近い将来に解撤される船腹量の予測から、国際社会による適切な行動が求められること、国際海事機

関が、船舶解撤問題に対する効率的かつ効果的な解決策を確保するとともに、国際労働機関、国際海事

機関およびバーゼル条約の機関間の協力の必要性を認識し、世界的に適用される安全かつ環境上適切な

船舶のリサイクルのための法的拘束力のある規則（以下「シップリサイクル条約案」という）の策定を

行っていること、ならびに同じ目的を有する法規制の重複は避けるべきであることに留意し、

１．２００８から２００９年の間での採択が意図されているシップリサイクル条約案の策定に係る国際海事機関に

おける進捗を歓迎し、

２．国際海事機関に対し、同じ目的を有する法規制の重複は避けるべきであることに留意しつつ、同機

関により採択されるシップリサイクル条約案により、バーゼル条約の下で確立されるのと同等の管理

レベルが確立されることを確保するよう要請し、

３．国際海事機関に対し、船舶の安全性および運航効率性を損なうことなく、船舶の建造と保船におけ

る有害物質と、より有害でない物質、また、可能であれば無害の物質との代替を促進するよう奨励し、

４．国際海事機関に対し、船舶解撤に係る事項における、特に有害廃棄物およびその他の廃棄物の環境

上適切な管理と処理に関するバーゼル条約の役割、能力および専門知識を十分考慮するよう要請し、

５．国際海事機関に対し、船主、シップリサイクル施設、旗国およびシップリサイクル国を含むシップ

リサイクルにおける全ての関係者の明確な責任を、それら関係者の現在の能力、共通であるものの差

別化された責任、ならびに各国の管轄権を考慮しつつ、具体化することを引き続き検討するよう要請

し、

６．締約国に対し、国内における国際海事機関とバーゼル条約の代表間の調整を行い、シップリサイク

ル条約の審議に積極的に参加するよう要請し、

７．将来のシップリサイクル条約案が、労働者と環境を有害廃棄物と安全でない労働慣習から守る方法

で使用期間を終えた船舶が解撤される状況を作り出すべきであると信じ、

８．安全かつ環境上適切な船舶解撤のための適切な基準が可能な限り早い機会に適用されるべきである

ことに重きを置き、

９．船舶解撤の安全かつ環境上適切な管理が、引き続き締約国の優先事項であることを強調し、

１０．適切ならば船舶解撤に係る事項、特に新たなシップリサイクル条約案の策定に係る事項の検討にお

ける国際労働機関、国際海事機関およびバーゼル条約間の継続した協力の重要性を明示し、

１１．船主および他の関係者に対し、使用期間を終えた船舶が環境上適切な方法で解撤されるのを確保す

るためのあらゆる実行可能な措置を講じることを求め、

１２．締約国に対し、以下を含むシップリサイクル条約とバーゼル条約の下での役割と責任のような事項

についてコメントを事務局まで提出するよう要請し、

� バーゼル条約により確立された管理と強制のレベルの評価、

� シップリサイクル条約案により定められる管理と強制のレベルの評価と�との比較、

� 効果的な短期的および中期的方策の可能性の探求と検討、ならびに公開作業部会に対しこれらの

事項を取り扱うことを要請すること、
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２ MARPOL条約附属書�改正について審議
―IMOばら積み液体・ガス小委員会（BLG）大気汚染中間会合の模様―

２００６年１１月１３日から１７日まで、IMO（国際海事

機関）ばら積み液体・ガス小委員会（BLG）の中

間会合が、ノルウェーのオスロにおいて開催され、

船舶からの大気汚染防止に関するMARPOL条約附

属書�の改正について審議が行われた。

同附属書は２００５年５月に発効したが、同年７月

に開催された第５３回海洋環境保護委員会（MEPC

５３）において、一層の環境負荷軽減の必要性が認

識され、同附属書の改正が合意された。

同改正に関する審議は、２００６年４月に開催され

た BLG１０より開始され、窒素酸化物（NOx）、硫黄

酸化物（SOx）、粒子状物質（PM : particular mat-

ter）および揮発性有機化合物（VOC : volatile or-

ganic compound）の排出規制等についての検討が

行われた。同会合では時間的制約もあり、全ての

審議が終了しなかったことから、コレスポンデン

ス・グループ（CG）にて引き続き検討が行われ、

今次会合において更に詳細な審議が行われた。

主な審議概要は次のとおりである。

１．NOx排出基準について

� 新造船に対する NOx規制強化

現在、船舶から排出される NOxの規制につい

ては TierⅠと呼ばれる段階にあり、エンジンの定

格回転数に応じた規制値が設定されているが、

BLG１０において今後のNOx削減目標として２０１０

年（TierⅡ）および、２０１４年もしくは２０１５年（Tier

Ⅲ）の２段階に分けて、新しい排出基準を導入

１３．事務局に対し、公開作業部会の報告を国際海事機関に送付することを要請し、

１４．事務局に対し、シップリサイクル条約案の策定作業をフォローし、その後の公開作業部会および第

９回締約国会議に報告することを要請し、

１５．事務局に対し、船舶解撤の環境上適切な管理を促進する短期的および長期的な方策の必要性に留意

し、本件に係る国際労働機関と国際海事機関が実施している作業を補足する観点から、必要な資源の

利用可能性を条件として、船舶の全部および部分解撤の環境上適切な管理のための技術ガイドライン

の適用を促進する活動を継続することを要請し、

１６．事務局に対し、船舶の全部および部分解撤の環境上適切な管理のための技術ガイドラインの適用を

促進するために行う活動について、公開作業部会および第９回締約国会議に報告することを要請し、

１７．全ての締約国および以下を実施する立場にある他の関係者に対し、船舶の全部および一部解撤の環

境上適切な管理のための技術ガイドラインの適用を促進する活動を実施するための財政上または同様

の貢献をするよう求め、

１８．締約国および他の関係者に対し、シップリサイクルの環境上適切な管理、事前洗浄および浄化に関

する実用的な情報と文書を含め、関係者が船舶解撤の人の健康と環境への潜在的に有害な影響を短期

的および中期的に取り扱う方策を策定するのに役立つ可能性のある関連情報を事務局に提出すること

を要請するとともに、事務局に提出された情報をバーゼル条約事務局のウェブサイトで利用できるよ

うにすることを要請する。

せんきょう Dec 2006● 9



する方向が示されていた。

今次会合において、TierⅡおよび TierⅢの規制

について審議が行われたところ、規制の実施時

期については、TierⅡは２０１０年から、TierⅢは仮

に２０１５年からとすることで合意された。

次に、規制の枠組みについて審議が行われ、

以下の２つのオプションに集約した上で、今後

更に検討されることとなった。

Ａ：現行どおり、エンジンの定格回転数に応じた

規制値を規定する。

Ｂ：エンジンの設計時に想定する使用燃料を以下

のとおり３区分し、区分毎にエンジンの定格

回転数に応じた規制値を規定する。

�低硫黄留出油（硫黄分０．２％以下）

�留出油（硫黄分２．０％以下）

�残渣油（硫黄分４．５％以下）

なお、今次会合において、具体的な規制値に

関する議論は行われず、次回 BLG１１にて検討さ

れることとなった。

� 既存船に対する NOx規制の検討

現行の附属書Ⅵにおいて NOx規制の対象外とさ

れている既存船（２０００年１月１日より前に建造

された船舶）に対する同規制の適用について審

議が行われたが、結論は得られなかった。

このため、既存船に対する具体的な NOx規制

案の提出が各国に要請され、BLG１１において検

討されることとなった。

２．SOx排出規制について

現在、船舶から排出される SOxについては、一

般海域と SOx排出規制海域（SECA）に分けて、船

舶が使用する燃料油中の含有硫黄分の上限値が規

制されている（一般海域４．５％、SECA１．５％）。

本会合に先立ち、国際独立タンカー船主協会（IN-

TERTANKO）は、船舶で使用する燃料油について以

下の提案を行っていた。

� ２０１０年以降全ての船舶は、硫黄分１．０％以下の

舶用留出油を使用する。

� ２０１５年以降に船舶に搭載されるエンジンにつ

いては、硫黄分０．５％以下の舶用留出油を使用する。

今次会合において、CGにおける検討結果や、上

記 INTERTANKO提案について審議が行われ、以

下の４つのオプションに纏められた。それぞれの

オプションについては、船社および燃料供給側の

意見を考慮した上で、次回 BLG１１において引き続

き審議することとなった。

Ａ：現状の規制を維持する。

Ｂ：SECAの規制強化を優先する。

�一般海域の硫黄分規制値は変更しない。

�SECAにおける硫黄分規制値を、次の２段階

で強化する。

第１段階：１．０％（２０１０年を想定）

第２段階：０．５％（２０１５年を想定）

Ｃ１：留出油の使用を強制化し、全海域において、

次の２段階で硫黄分規制値を強化する。

第１段階：１．０％（２０１２年を想定）

第２段階：０．５％（２０１５年を想定）

Ｃ２：規制値はＣ１案と同様であるが、残渣油の

使用や、代替措置としての排ガス洗浄装置

等の使用を認める。

３．その他

VOC、PMおよびオゾン層破壊物質等についても

審議が行われたが結論は得られず、BLG１１におい

て引き続き検討されることとなった。

（海務部：山崎）
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３ 海賊問題、マラッカ海峡の航行安全問題等について議論
―アジア船主フォーラム航行安全・環境委員会第１３回中間会合の模様―

アジア船主フォーラム航行安全・環境委員会

（ASF SNEC : Asian Shipowners’ Forum Safe Navi-

gation & Environment Committee）第１３回中間会合

が、２００６年１１月２８日、タイ船主協会の主催のもと、

タイ・バンコクにおいて開催された。

同会合には、中国、日本、韓国、インドネシア、

マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポ

ール、タイ、ベトナムの船主協会が参加し、当協

会からは、ASF SNECの委員を務める前川弘幸副

会長（川崎汽船社長）の代理として佐々木真己同

社安全運航グループ長、および事務局より半田收

常務理事が参加し、航行安全および海洋環境に係

る諸問題につき意見交換を行った。

同会合における審議のうち特記事項は次のとお

りである。

〇海賊および武装強盗

国際商業会議所（ICC）の下部組織である国際海

事局（IMB）では２００６年の第３四半期までに発生し

た海賊事件のレポートを発表しており、これによ

れば海賊事件は昨年同期の２０５件から１７４件に減少

していることが報告された。インドネシア周辺海

域における海賊事件も減少してはいるものの、他

の地域に比べて依然として発生率が高いため、航

行船舶は引き続き注意が必要であることが確認さ

れた。

一方、アジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）が

２００６年９月に発効し、その一環として情報共有セ

ンターも近々に活動を開始する予定である。SNEC

では、その活動に期待するとともに、海賊情報の

提供にあたっては、最新のものを船舶に送信、も

しくはウェブサイトで閲覧可能とするべきとの意

見が出された。

〇マ・シ海峡における航行安全・環境保護の推進

２００６年９月、マレーシアにおいて、マラッカ・

シンガポール海峡の安全・セキュリティ、環境保

全の推進に関するクアラルンプール会議（主催：

国際海事機関（IMO）およびマレーシア政府）が

開催され、沿岸３カ国（マレーシア、インドネシ

ア、シンガポール）、海峡利用国（日本をはじめと

するアジア諸国、欧米諸国、計２８カ国）、関係国際

機関（IMO、国際海運会議所（ICS）、国際独立タ

ンカー船主協会（INTERTANKO）等）が参加した。

同会合では、次を骨子とする「クアラルンプール

声明」が採択された。

�航行安全および環境保全のため、沿岸国、利用

国、海運業界、その他関係者との対話と協力を

促進するメカニズムを支持すること

�沿岸国から提案されたプロジェクトとマ・シ海

峡の航行援助施設の維持・更新に資金を提供す

るメカニズムの確立に向けた協力を行うこと等

に合意したこと

なお、沿岸国から提案されたプロジェクトは次

のとおりである。

� 分離通航帯（TSS）内の沈船の除去

� 有害危険物質（HNS）への対応の協力

� クラス B�AIS（船舶自動識別装置）の実証

� 潮流等の観測システムの整備

� 既存の航行援助施設の維持・更新

� 津波被害の航行援助施設の復旧整備

SNECでは、同声明を支持することが確認される

とともに、上記の６つのプロジェクトを支援する

よう海峡利用国および関係者に呼びかけることと
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１

した。

ただし、マ・シ海峡を航行する船舶に対して課

徴金を課す案が出された場合には、これに反対し

て行くこととなった。

〇船舶からの大気汚染防止

船舶からの大気汚染防止に関する海洋汚染防止

条約（MARPOL条約）附属書�は、２００５年５月に

発効したばかりであるが、NOxおよび SOxは現行

の排出基準では十分な環境保護が確保されないこ

と、また粒子状物質（PM）や揮発性有機化合物

（VOC）に関する排出基準が規定されていないこと

などの理由から同附属書を改正する作業が進めら

れている。

SNECは、環境保護に関するこれらの検討を支持

するものの、INTERTANKOが IMOに提案した、

すべての船舶において使用燃料を残渣油から溜出

油に転換するという案については、大幅なコスト

上昇や燃料油の供給不足を引き起こす懸念がある

ことを確認した。

（海務部：小松）

内外情報

わが国独禁法適用除外制度の結論は先送り
―公取委、外航船社間協定に対する独禁法適用制度の要否の判断を国交省に委ねる―

公正取引委員会は、EU・豪州等における外航船

社間協定に対する独禁法適用除外制度（除外制度）

見直しの動きを背景として、２００５年１１月～１２月にか

けて、日本発着の船社・関係荷主等に対し、外航

海運の実態に関するアンケート調査を実施した。

この結果等を踏まえ、２００６年３月には、公取委経

済取引局長の私的研究会（常設）である「政府規

制等と競争政策に関する研究会（規制研）」（座長：

岩田規久男・学習院大学経済学部教授）において

外航海運における今後の競争政策のあり方の検討

が開始され、当協会および日本荷主協会からの意

見聴取を含め、６月までの間に計４回の会合が開

催されてきた。（詳細は本誌２００６年４月号Ｐ．２４、６

月号Ｐ．２４、７月号Ｐ．１９参照）

６月１６日には、公取委は現行除外制度廃止を提

言する規制研報告書案（二次案）を公表するとと

もに、９月１５日を期限として制度の在り方に関す

るパブリックコメントを募集した。（当協会もコメ

ント提出。本誌２００６年１０月号Ｐ．２４参照）

１１月２４日、第５回規制研が開催され、パブリッ

クコメントの結果を踏まえ、報告書第三次案が検

討された。同会合では、提出されたコメントにお

いては新たな視点からの意見はなく、論点は出尽

くしたとして、第二次案同様、除外制度は廃止す

ることが適当であるとする第三次案を最終報告書

として採択した。

これを受けた公取委は１２月６日、同報告書（【資

料１】：結語部分抜粋）、パブリックコメント結果

（【資料２】：概要）とともに、公取委としての見

解（【資料３】）を公表した。この中で同委は、

� 海上運送法の前回改正時（１９９９年）の制

度維持理由は今日では成立していない。

� しかしながら、除外制度は海上運送法に

規定されていることから、制度の要否につ

いては、公取委のみならず、国土交通省で

の検討と判断が必要。

� したがって、国交省において、公取委の
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考え方や規制研報告書の内容をも踏まえて、

除外制度の要否について検討が行われるこ

とを期待する。

として、今後の検討を国交省に委ねる方針を明

らかにした。

（詳細は公取委ホームページ http：��www.jftc.go.

jp�pressrelease�１８index.htmlを参照）

これに対し、国土交通省は同日、見解（【資料４】）

を発表、同省としては除外制度は適正に機能して

いると認識するが、今後、所管省として制度のあ

り方について十分な検討を行うことを表明した。

従って除外制度の要否については、今回、公正

取引委員会はその判断を示すことなく、国交省に

検討のバトンが託されることとなり、結論は先送

りとなった。

国交省による検討日程等は明らかにされていな

いが、充分時間をかけて慎重に検討するものと思

われ、当協会は、引き続き制度の必要性に関し、

関係当局や荷主等から一層の理解が得られるよう

取り組みを継続することとしている。

（企画部：山上）

【資料１】政府規制等と競争政策に関する研究会報告書（結語部分抜粋）

結 語

外航海運産業は、国際貿易の担い手として、国の盛衰を背負いながら今日まで発展を遂げてきた。そ

の歴史は競争法よりも古く、「海運自由の原則」、すなわち、自国発着貨物についても、自国の商船隊や自

国籍船による輸送を優先させず、海運企業や船舶の選択について政府が介入しないことが国際慣行とな

ってきた。この原則の下で、外航海運産業は、世界各国において、市場への参入退出やその事業活動につ

いて法令による規制を余り受けることなく発展してきた。また、船社間において、１３０年以上もの長きに

わたって、「海運同盟」と呼ばれる国際カルテルが形成され、主要国の競争法においても容認されてきた。

しかしながら、外航海運産業は、我が国の多くの産業にとって基盤インフラの役割を担う基幹産業の

一つである。かかる観点からすれば、外航海運産業の在り方は、我が国の荷主、ひいては一般消費者に

多大な影響を及ぼすという観点から検討されなければならない。EUにおける一括適用除外制度見直しが、

リスボン戦略に基づき、EU域内産業の国際競争力向上の観点から進められてきたのも同じ視点によるも

のであることを想起すべきである。本報告書で検討を行ってきたように、現在の定期コンテナ船カルテ

ルは合理性を欠く運賃修復及びサーチャージ料金の適用等によって荷主の利益を阻害している。また、

外航海運産業には、こうしたカルテルを認めなければならない特殊性は認められない。さらに、欧州連

合が外航海運の適用除外制度を廃止した後は、日本発着の３つの主要な航路のうち外航海運カルテルが

存在するのは北米航路のみになるが、こうした状況下で、外航海運カルテルを維持し続けることは、荷

主の利益にならないだけでなく、船社の競争力強化の観点からも悪影響があると考えられる。このよう

な状況を踏まえれば、外航海運に関する独占禁止法適用除外制度は、一定の猶予期間を設けた上で、廃

止することが適切である。

公正取引委員会は、本研究会報告書の考え方を踏まえ、外航海運に関する独占禁止法適用除外制度の
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廃止に向けた取組みを積極的に推進すべきである。また、制度改正を待つことなく、現行制度の下で採

りうるアクションを起こさなければならない。平成１１年に整備された適用除外制度の下では、公正取引

委員会の措置請求制度が設けられており、これを活用することによって、当面の弊害を除去することは

可能であると考えられる。本研究会においても、公正取引委員会の取組や外航海運市場の動向について

引き続き注視しつつ、今後とも本分野における必要な提言を行っていくこととしたい。

【資料２】パブリックコメント結果（公取委資料をもとに船主協会が要約）

●コメント募集期間

２００６年６月１６日～９月１５日

●コメント提出者（順不同、計２３通）

日本船主協会、豪州船主協会、欧州共同体船主協会（ECSA）、国際海運会議所（ICS）、世界海運

評議会（WSC）、ELAA、アジア船主フォーラム（ASF）、韓国船主協会、欧州同盟（FEFC）、太平

洋航路安定化協定（TSA）、西航太平洋航路安定化協定（WTSA）、アジア域内航路協定（IADA）、

日本郵船、商船三井、川崎汽船、OOCL、MISC、現代商船ジャパン、陽明海運、APL、Hapag�

Lloyd、SAL（Shipping Australia Limited）、日本経済団体連合会

�日本経団連以外のコメントは全て船社・船社団体によるものであり、いずれも除外制度を維持した方

が良いとする意見であったが、それらコメントの各主要論点に対しては、全てこれを受け入れられな

いとする公取委の「考え方」が付された。

�日本経団連は、海運同盟に対する荷主の考え方は一様でないとした上で、幅広い産業・企業から細か

く意見を聴取し、外航海運を利用する産業の国際競争力強化の観点から、関係省庁、関係企業を巻き

込んで時間をかけて議論を深めるべきとのコメントを提出し、公取委に慎重な判断を求めた。

（詳細は記事本文記載の公取委 HP参照）

【資料３】公正取引委員会プレス発表

外航海運に関する独占禁止法適用除外制度について

平成１８年１２月６日

公正取引委員会

１ 公正取引委員会は、平成１７年１月から、外航海運の競争実態等についての検討を開始し、荷主、船

社、関係団体及び有識者等に対するヒアリングやアンケート調査を行った。これらを踏まえて、政府

規制等と競争政策に関する研究会（以下「規制研」という。）において、外航海運の競争実態と競争政

策上の問題点について検討を行い、その一環として外航海運に関する適用除外制度についても所要の
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検討を行ってきた（本年３月以降５回開催）。

２ 今般、規制研の報告書「外航海運の競争実態と競争政策上の問題点について」が取りまとめられた

ので、これを公表することとした。

３ また、公正取引委員会は、平成１８年６月１７日から平成１８年９月１５日までの間、外航海運に関する適用

除外制度の在り方について、国内外から幅広く意見を募集したところ、国内外の外航海運事業者及び

事業者団体から２３件の意見が寄せられた。

寄せられた意見の概要及び意見に対する考え方は別紙１（船主協会注：添付省略）のとおりである

（提出さた意見については、公正取引委員会事務総局経済取引局調整課において閲覧に供する）。

４ 公正取引委員会は、規制研の報告書「外航海運の競争実態と競争政策上の問題点について」及び上

記意見募集により提出された意見等を踏まえて、外航海運に関する独占禁止法適用除外制度の在り方

について慎重に検討した結果、現段階での考え方を別紙２のとおり取りまとめ、これを国土交通省に

伝えたところである。公正取引委員会としては、今後も外航海運に関する適用除外制度について、関

係各方面と適宜意見交換等を行うとともに、必要に応じて意見を述べていくこととする。

また、現行の適用除外制度の下、問題となるおそれがある協定があれば、適切に対処していく。

（別紙２）

外航海運に関する適用除外制度についての考え方

１ 公正取引委員会は、欧州委員会が外航海運分野の適用除外制度廃止の検討を開始したことを受けて、

平成１７年１月から、外航海運市場の実態と独占禁止法適用除外制度についての調査を開始し、国土交

通省、船社、荷主企業、関係団体、有識者からの意見聴取、船社約５０社と荷主約２０００社へのアンケー

ト調査等を行った。続いて、本年３月から、政府規制等と競争政策に関する研究会（規制研）で、日

本船主協会、日本荷主協会からのヒアリングも行った上で検討が行われた（これまでに５回開催）。

また、公正取引委員会は、外航海運に関する独占禁止法適用除外制度の在り方についての意見募集

を行った（意見提出期限６月１７日～９月１５日）。さらに、規制研の報告書「外航海運の競争実態と競争

政策上の問題点について」が公表された。

２ 公正取引委員会は、上記規制研報告書及び上記意見募集により提出された意見等を踏まえて、外航

海運に関する独占禁止法適用除外制度の在り方について検討したところ、平成１１年の見直しの際に適

用除外制度が維持された理由である�海運同盟は、運賃安定効果があり荷主にとっても望ましいとす

る意見があること、�米国、EU等との国際的な制度の調和を図ることが必要であること、については、

� 海運同盟が設定している共通運賃（タリフ）は形骸化していること、運賃以外のサーチャージに

関する船社間協定や協調的な運賃引上げ（運賃修復）には実効性があるが、船社の実コスト以上に

請求している可能性があり、また、算定根拠が不明確であること、一方的に通告されるとの荷主の

意見があること等から、荷主（利用者）の利益を害しているおそれがあること、

� 日米欧の適用除外の範囲は異なっており、また、欧州連合は、２００８年１０月から適用除外制度を廃
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２ 海事振興連盟「広島タウンミーティング」の模様
―当協会、トン数標準税制の創設、燃料油高騰問題を陳情―

超党派議員で構成する海事振興連盟（会長：関

谷勝嗣参議院議員）は、１１月４日（土）に広島市

（リーガロイヤルホテル広島）において、広島選

出の同連盟幹部および国会議員と国土交通省冨士

原康一海事局長、神谷俊広中国運輸局長をはじめ

当協会の内航部会荒木武文副部会長（川崎近海汽

船社長）、中本光夫理事長が参加したほか、海事関

連産業の団体、事業者、船員養成機関など約１３０人

の参加（主な参加者は【資料１】参照）を得て、

懇談会『広島タウンミーティング』を開催した。

５月２７日に今治において「内航�中小造船事業

者と語る会」が開催され、これら業界の活性化に

向けた「今治宣言」を採択した（本誌２００６年６月

号Ｐ．３２参照）。その宣言の中で、必要な施策の実

現に加え、『新時代に向けた海事都市の創造及び、

国内外の海事関連都市とのネットワークを構築、

情報交換や相互交流を推進する』旨が盛り込まれ

たが、今回はこれを念頭に今治に次いで瀬戸内に

面した広島において開催されたものである。今回

も含め一連の会合で海事各業界の現状と課題を聴

き、国政レベルで何ができるか議論を積み重ね、

今後の施策に反映させていくこととしている。

止することを決定したこと、から、これらの理由は、今日では成立していないと考える。

３ しかしながら、外航海運に関する適用除外制度は、海上運送法に規定されていることから、同制度

の要否については、公正取引委員会のみの判断によるのではなく、国土交通省での検討と判断が必要

である。

４ したがって、外航海運政策と海上運送法を所管している国土交通省において、公正取引委員会の考

え方や規制研報告書の内容をも踏まえて、外航海運に関する独占禁止法適用除外規定の要否について

検討が行われることを期待する。

【資料４】国土交通省プレス発表

平成１８年１２月６日

外航海運に関する独占禁止法適用除外制度について

今般、公正取引委員会（以下「公取委」）は、外航海運に関する独占禁止法適用除外制度について、「政

府規制等と競争政策に関する研究会」（以下「規制研」）の報告書及び、公取委が本年夏に実施した本適

用除外制度に関するパブリックコメントの結果を踏まえ、本適用除外制度の要否については国土交通省

において検討されることを期待するという見解を公表した。

当省としては、本年６月に規制研報告書案に対して公表したコメントの通り、現行の本適用除外制度

は、適正に機能していると認識している。しかしながら、今般、公取委の見解が公表されたことも踏ま

えて、当省は、今後、所管省として、本適用除外制度のあり方について十分な検討を行うこととする。
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議事に先立ち、関谷勝嗣会長の挨拶では、同会

合において、海事産業の内外航海運、造船、船員

教育機関、解撤、旅客船、倉庫業界などいわゆる

海事クラスターに山積する全国に共通する諸問題、

さらに広島を中心とする瀬戸内の地元事業者が抱

える問題などにつき、集中的に討議を行い、同連

盟が諸問題の解決に資するよう努めていきたい旨

の考えが示された。

藤野公孝参議院議員による議事進行の下、海事

関係団体、教育機関、地元海事関係事業者などに

よる現状と課題、要望などの陳情が行われ、最終

的には寺田稔参議院議員のとりまとめにより『広

島声明』（【資料２】参照）を決議した。

なお、本会合の議論における参加者による発言

概要は、次の通りである。

〈海事関係団体〉

○中国地方における海事産業の現状

中国海事広報協会 会長 仁田一也

中国地方は、特に明治以降、外航、内航、港湾、

造船などわが国近代化の柱の役割を果たしてきた。

中国地方の内航海運は全国で２５．２％占め、建造隻

数は全国で２４．１％、トン数では２６．８％を占めている

ことからもわが国経済に大きく貢献している。し

かし、海事産業は数々の問題を抱えており、燃料

油の高騰や急速な競争原理の導入などによる問題

を抱えている。この会合が諸問題の解決に向け有

意義なものとなるよう期待したい。

○外航海運の現状と課題

日本船主協会 中本光夫 理事長

平成１９年度の外航海運関係税制要望については、

以下の点についてお願いしたい。

�トン数標準税制の導入

トン数標準税制は、運航する船舶のトン数に

課税するいわゆる外形標準課税で、主要海運国

の多くが導入している制度である。こうした諸

外国では、課税レベルが相当低いものとなって

おり、わが国の外航海運と体力的な差が非常に

大きくなってきている。このような状況が続く

と日本船社の敗退、あるいは退出というような

ことにもなりかねない。わが国外航海運は、造

船、舶用工業なども含めた海事の産業クラスタ

ーにおいても非常に重要な役割を果たしている

と思っている。そのような役割を今後も続けて

いくために、一日も早いトン数標準税制の導入

をお願いしたい。

�特別償却制度の延長

特別償却制度は、オーナーのための税制であ

るが、これが認められないと船舶建造が出来な

いといった状況となるため、同制度の延長をお

願いしたい。

�減価償却制度の改善

船舶についても減価償却率を１００％まで認めて

いただきたい。

○内航海運の現状と課題

中国地方海運組合連合会 垰野廣文 会長

内航業界は、事業の生い立ちからして依然とし

て、中小零細業者が圧倒的多数を占めることから、

主要荷主である大手基礎素材産業との交渉力格差

等は如何ともし難く、業界の抱える諸問題は依然

▲トン数標準税制の創設を要望する当協会中本理事長

せんきょう Dec 2006●17



として未解決のまま山積みしている状況にある。

ついては次の６点について、国政および行政に

ご理解、支援願いたい。

�内航海運暫定措置事業が、今後とも円滑かつ着

実に実施。

�内航海運の安定的な経営を脅かしている最近の

燃料油等の著しい高騰について、その運賃等へ

の転嫁。

�長期にわたる景気の低迷から内航船の代替建造

が進まず老朽船が著しく増加し、加えて内航船

の少子高齢化が加速している。このままでは安

全かつ安定的な輸送サービスの提供に支障をき

たすことから、老朽船舶の代替建造の促進につ

いての支援。

�内航海運の安定輸送のための不可欠な内航船員

について、その養成と確保のための行政財政面

および地方養成施設の活用・充実。

�内航海運存立の基盤であり、また、安全保障上

も極めて重要なカボタージュ制度を堅持し、日

本各港間の輸送は、日本船舶が行うという原則

の厳守。

�平成１９年度税制改正

� 内航船の用に供する燃料油に係る石油石炭

税の減免または還付制度の創設。

� 内航海運事業者が取得した場合の船舶に係

る特別償却制度の償却率（１６％

⇒３０％）を改善するとともに

期限延長。

� 内航船舶に係る減価償却制

度の改善（１００％償却）。

○燃料油高騰問題を中心とした内

航海運の課題

日本船主協会

内航部会 荒木武文 副部会長

平成１７年２月に発効した京都議

定書による二酸化炭素の排出６パーセント削減と

いう国際公約を達成するためには、環境負荷低減

の見地から、モーダルシフトを促進していく必要

がある。これを円滑に進めるための方策として次

の施策が不可欠と考える。

燃料油高騰問題については、近時の原油価格の

高騰を受け、内航船の運航費の過半を占める燃料

油の価格も急上昇している状況であり、WTI価格

は US＄７０�バレルを超え史上最高値に迫る水準で

推移するなか、燃料油価格は、１キロリットル当り

２００５年４～６月期 ２００６年４～６月期

Ａ重油４万６，８００円⇒Ａ重油６万１，２００円

（１４，４００円 UP、３１％増）

Ｃ重油３万７，２５０円⇒Ｃ重油５万１，６５０円

（１４，４００円 UP、３９％増）

▲参加国会議員

▲燃料油高騰問題などについて説明する荒木内航部会副
部会長
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と大幅に値上がり、これにより、

内航海運業界では約５００億円、長距

離フェリー業界で約１５０億円の年間

コストの負担増になるものと見ら

れる。また、荷主への転嫁も充分と

言い切れない状況で、安定的な輸

送を維持するためには、燃料油の

上昇分の運賃への適正な反映が喫

緊の課題であるので、このような状

況について理解と支援を願いたい。

○知的海事クラスターの必要性

神戸大学 赤塚宏一 監事

神戸大学は、かつての商船大学である海事科学

部がMaritime Kobeの中枢機能となり海運・港湾

・造船・海事関連産業と海事教育・研究との融合

を図り、知識集約型の海事都市の構築、いわゆる

神戸海事クラスターを構築したいと考えている。

海事振興連盟の総会決議において、「海運・旅客

船、造船、倉庫、港運各業界は、わが国経済およ

び国民生活を支えるインフラストラクチャーとし

ての重要な活動を行っている。」ことを謳っている。

関西地区、とりわけ神戸地区に存在している海

事関係のサークルや研究会、NPOなどを纏め上げ、

産学官民のネットワークを構築したい。そしてさ

らに、当地広島の皆様や今治市などすでにある近

隣の海事都市と手を組んで西日本の海事センター、

更にはアジアの海事センターに育て上げたいと考

えている。

○船員養成機関としての課題

国立広島商船高等専門学校 堀籠教夫 校長

わが国のライフラインである海運業を担う日本

人船員の需要規模を明確にした上で、国、業界が

責任を持って養成・活用するよう努めていただき

たい。これまで商船系大学・商船高専は、海運業

界からの要請や船員労働市場の需要規模の変化に

対応し、その都度定員増あるいは定員減、学科改

組等の対応をとってきたが、このような改革を行

うたびに教育機関は混乱し弱体化している。教育

機関にとって、育成した人材の場があったりなか

ったりする状況は、安定した教育を行ううえで大

きな問題である。また、海運業界で活躍すること

を希望し、勉学に励んだ学生に対し責任を感じざ

るをえない問題でもある。

わが国にとって、「海運はライフライン」である

という認識を広く社会に浸透させる取り組みを積

極的に行っていただきたい。また、船員、海運業

界が学生にとって魅力あるものとなるよう努力し

ていただきたい。

以上の２つのことは、海運業界、船員育成機関

に優秀な人材があつまるための重要な条件である。

○倉庫業の現状と課題

広島県倉庫協会 勢登和文 専務理事

倉庫業界は、国民生活に必要不可欠な物資の保

管・備蓄を行い、倉庫を拠点とする輸・配送や流

通加工などを含めた物流を全体として、効率化・

高度化するために重要な社会的役割を担っている。

広島県における倉庫業の最近の現状は、自動車

の生産は日本全体で活況を呈し、広島県において

▲広島タウンミーティングの参加者
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も自動車メーカーの好調な生産に支えられ、活況

化している。しかし、食品・雑貨・鉄鋼などは、

非常に厳しい状況が続いている。

近年、荷主企業においては、サプライチェーン

マネジメントの導入や、物流業務のアウトソーシ

ングにより、物流の合理化を進めている。これに

対して倉庫業界では、物流業務を包括するサード

パーティーロジスティクス業務を推進している。

このような中で、昨年１０月に施行された「流通

業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の

もと、物流拠点を中核として、輸送、保管、荷捌

きを一体的に行う効率化と環境負荷低減に取り組

んでいる。

この法律によって効率化の認定を受けた場合、

税制特例を受けることができることになっている

が、現在認定を受けたものは全国で３８件、広島県

で２件となっている。

総合効率化事業においては、建物などの建設が

多額の費用を要することになる。そこで、平成１９

年度税制改正の要望として「倉庫用建物等の割増

償却の延長」および「固定資産税及び都市計画税

の課税標準の特例の延長」お願いしたい。

○造船業の現状と課題

日本中小型造船工業会 萩原廣治 専務理事

人材育成事業について、我が国の造船業界は、

長期にわたる造船不況の影響を受け、現場技能者

の採用を控えざるを得なかったため、団塊の世代

を含む５０歳代が４割以上を占めるとともに、次代

を担う３０歳代が１割強という極めていびつな人員

構成となっている。このため、日本の造船業の高

い国際競争力を支えてきた多数の熟練労働者が、

まもなく大量退職の時期を迎えようとしている。

この様な状況を踏まえ、我が国造船業界におい

ては、日本造船工業会・日本造船協力事業者団体

連合会・日本中小型造船工業会の連携の下に、国

・日本財団からの支援をいただきながら、平成１６

年度より、他の産業に先駆けて、技術・技能の円

滑な伝承のために「次世代人材育成事業」を行っ

ている。

本事業では、今後大量に採用が予定される新人

技能者を早期に現場の即戦力として養成するため、

造船所の集積する地域に中小造船所等が共同で行

う研修センターを設立し研修を行い、今後大量に

退職が予想される熟練技能者の持つ造船特有の専

門技能を次代に継承するため、中堅技能者育成の

ための教材を開発し、専門技能の研修を行うこと

を目的として事業を行ってきた。

これまでに、因島、今治など全国の４箇所の研

修センターで、毎年２００名以上の新人技能者の養成

を行う体制が整備されるとともに、平らな鋼板を

曲げて船の形にする「ぎょう鉄」、船内の複雑な配

管の取り付け・加工を行う「配管艤装」などの教

材開発を行い、これを用いた専門技能の研修を開

始するなど、徐々に成果を挙げつつある。

このため、本事業が一区切りをつける平成１９年

度末までには研修の実施体制の整備および新人研

修の実施ならびに職種別の専門技能研修教材の開

発・研修開始の目処が立つものと思われるが、一

方で、新造船受注量の増大等に伴い予想以上に新

人技能者の研修需要が増大しているなどの問題点

も明らかになってきている。

造船業界においては５０歳代の熟練技能者の方々

の退職が予想される１０年間は集中的な人材育成が

不可欠な状況となっており、業界が一丸となって

これを乗り切るため、本事業によって整備された

研修実施体制・研修教材などの研修インフラを有

効に活用し、更にステップアップした人材育成事

業を実施するため、関係者の更なる支援をお願い

したい。

内航船の代替建造促進について、内航船を建造

している造船所は、現在２０数社しか残っていない。
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１０年前には１００社あったものが四分の一に減少して

いる。

造船所は受注生産だから、仕事がないというこ

とになると、従業員や下請けを抱えることができ

ない。従って、修理の分野に移ったり、大手の下

請けでブロックを建造している。そうすると、艤

装部門の従業員を解雇するとか設計部門を整理す

る等しており、従業員の形態が変わってきている。

内航船の新造をやっているところが片手間に修理

というのは簡単にできるが、修理業をやっている

ところは新造ができない。造船所は競争が激しい

ので特化しないとなかなかコストを下げられない

ため、その最適な人数、形態でやる形に見直したも

のですから、社数が非常に減ってしまった訳である。

従って、現在残っている２０数社も継続的に仕事

がないと、単発ではやっていけなくなるから、さ

らに減少するということも考えられる。内航海運

業界におかれても長期的視野に立って計画的に新

造船を発注していただくなど、中小造船事業者の

安定的・計画的経営に協力と配慮を願いたい。

大小を問わず、ほとんどの製造業が海外に進出

している中で、ほぼ１００％に近い国内生産比率を維

持している造船業は、地域の基幹産業として地域

の経済と雇用の安定に多大な貢献をしてきたと自

負している。

○旅客船業の現状と課題

中国旅客船協会連合会 弓場敏男 会長

旅客船は助成金の切り下げ、燃料油の高騰など

が重なるなかで瀬戸内海で事業を行っている。本

州連絡橋の数次にわたる値下げ、業者の減少、経

営は非常に厳しい状況になっている。

運賃値上げできるような状況ではないが、旅客

船の事業は離島の生活と密接につながっている訳

で、なんとかこの状況を打開するためにも次の要

望をお願いしたい。

�離島航路の補助金の確保

�旅客船のバリアフリー施設整備の助成。

○シップリサイクル業界の現状と課題

船舶解撤企業協議会 山路 宏 会長

家電リサイクル法が施行されて早５年、自動車

リサイクル法が実施されて１年になろうとしてい

る。現在世界的な規模で船舶の解撤即ち「シップ

リサイクル」が問題として大きく取り上げられて

いる。それは国際的な取引のため大きな南北問題

になっている。

それは先進国の巨大な廃棄物が、アスベストな

どの有害物質をのせたまま、国境を越えてインド

やバングラディシュなどに高価に売却されている。

そこで働く人々の危険を強い、環境を汚染してい

るという問題である。

国際海事機関（IMO）を中心として バーゼル

条約締結国会議（UNEP）や国際労働機関（ILO）と

協調しながら検討されているシップリサイクル条

約（案）は、業界にとっては偉大な一歩であり、

おおいに歓迎すべきことであるが、国境を越えた

国際条約だけに その強制化を含む実施は多くの

問題を抱えており、その実効性を確保するまでに

は、各国の経済情勢もあり、まだまだ時間がかか

るだろう。

今年２月、フランスの退役空母クレメンソーが

売却されて環境問題で問題となり、許可が得られ

ず、本国に持って帰ることとなった。これがきっ

かけで５月にパリで廃船処理に関する初の欧州会

合が開かれた。イギリスでは、欧州の動きに先駆

けて「英国シップリサイクル戦略」を策定し、政

府所有船の責任の履行と国内解撤事業の育成を方

向付けている。

ところで、我々日本の船舶解撤業界の現状であ

るが、海上自衛隊の艦船や海上保安庁などの解撤

があるが、防衛機密の問題もあり、一般に公開さ
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れていないのが現状だ。解撤する船舶も少ないの

が現状である。商船や漁船などの船舶にも、船舶

でアスベストを使用している船舶もあり難しい問

題になっている。

そこで日本におけるシップリサイクル業界の課

題だが、以下の要望をしたい。

�循環型社会の構築に向けた持続的な船舶解撤産

業の育成

�老齢船の輸出禁止など政策的処置で国内解撤の

仕事量の確保

�アスベストなど産業廃棄物処理を含め、官公庁

船の売払条件の改善

�シップリサイクルに対処する政府の基本方針の

策定

〈地元事業者〉

○吉本汽船 吉本圭介 社長

一杯船主の零細事業者の立場から発言したい。

倉橋島という地域は古くから海運業が盛んで、

島の主要産業として雇用の面や、税収の面で地域

の発展に貢献してきた。しかしながら現在は衰退

の一途をたどり所属組合においても１０年間で１�

４が転廃業している。これは、景気の長期低迷に

よる運賃、傭船料の下落が大きな原因だが、この

２～３年前から運賃、用船料の長期低落傾向に歯

止めがかかったにもかかわらず、依然廃業があと

を絶たない。この原因の一つと考えられることは、

零細事業者の実情を把握せずまま施行された昨年

の船員法や、本年４月に改正された税制などの行

政の施策が、零細事業者の事業継続に、困難な原

因の一つとなっている。

特に今回の税制改正のかなで、「特殊支配同属会

社の業務主宰役員給与の損金不算入の適用除外」

という項目の範囲を見直していただきたい。利益

が出なくとも税金を取られる仕組みになれば、一

杯船主はより一層の事業の継続が困難になる。

○中国地方海運組合連合会 小田原照明 副会長

内航海運の将来は船員問題にかかっている。も

し内航船の船員がいなくなって外国船員を導入す

るようなことになると、もう日本人船員のほうが

皆逃げ上がってほとんどが外国船員になる。その

うちカボタージュの問題まですぐ発展していくの

ではないかと思っている。

総トン数４９９トン型の内航の貨物船の運航コスト

が月に１，２００万円から１，３００万円。現在の用船料は月

額約１，０００万円から１，１００万円。これでは、毎月の支

払いに追われて若手船員を育成するようなことに

はどうしても手が届かない。船主連絡協議会を結

成し、「内航船の火を消すな、いまの用船料で船員

と安全が確保できますか」のスローガンのもと、

９月２７日に松山で大会を開催し、２２０名が集まった。

それをもって大手のオペレーターを訪問し、船員

と安全航行を確保できる用船料の修復、改善をお

願いして回っている。

ついては、若手船員育成のために次の点につい

てご理解とご支援をお願いする。

� 暫定措置として（３年間）内航船の機関部

で１０年以上乗船履歴のある者に６級海技士取

得の履歴を付与し、講習・受験をさせる。（内

航船では、いままで機関部も航海当直に立っ

ていた）

� ２００総トン未満の小型船では、機関長が航海

６級以上の免状を取得していれば、航海当直

者と兼務できるようにお願いする。

� 学校教育を実務的、即戦力的になるような

教育を行ってもらいたい。

� 現状の運賃、用船料では、未経験の若手船

員を６ヵ月乗船させ、教育するということは

不可能。適正な用船料の修復、改善に力を貸

してほしい。

� 若手船員を育成、即戦力とさせるため、イ
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ンターシップ制度を導入してほしい。

� 全国に商船高専５校あるが、全国５５校の国

立高専が独立法人国立高等専門学校機構とな

り運営されている。機構では商船高専の合併、

商船学科の縮小方向に動いている。これはま

さに船員不足の時代に逆行するものである。

むしろ商船学科を充実させニーズに合った若

者を育てるべく、尽力願いたい。

〈行 政〉

○国土交通省 冨士原康一 海事局長

当面の課題としては、外航海運ではトン数標準

税制、内航海運と共通するところでは特別償却制

度の延長がある。内航海運に関しては、老齢化が

進んでいる船の代替建造の促進、内航海運暫定措

置事業を確実に実施していくには、さらにどうい

うことすべきかという問題がある。旅客船業界に

ついては、特に離島の人口減少を背景とする問題

や全体的な需要減、さらに燃料油価格の高騰とな

どから非常に厳しい状況下で、乗客を増やすこと

とも含めた対応をしていきたい。

安全の問題については、最近、海事関係で相当

大きな事故も起きているが、全体的な世界の船腹

量の増大と船員の不足が背景にある気もする。安

全に向けて強力な体制、取り組みを行いたい。

環境対策あるいは物流効率化に向けた取り組み

というのは、私ども業界と連携しながら強力に推

進していきたいと思っている。

燃料油価格については、内航船業界その他広く

輸送産業影響を受けているわけであり、民・民の

取引のため行政の介入が難しいが、経済団体、荷

主等への働きかけも含めで出来ることはやってい

きたい。

〈国会議員〉

○寺田 稔 衆議院議員

知的海事クラスター構想は非常にすばらしい。

マリタイム神戸の実現に向けて邁進していただき

たい。

○藤野公孝 参議院議員 国土交通大臣政務官

海事クラスターに山積する全国ベースでの諸問

題、さらに、広島、四国を中心とした瀬戸内海の地

域の地元の業者が抱えている深刻な問題等につき、

問題解決に資するよう努めさせていただきたい。

○関 芳弘 衆議院議員

戦略的にいかに海事産業全体を強くできるかを

考え、海事日本を復活させたい。

○三谷光男 衆議院議員

特殊支配同族会社の損金不算入の話というのは

まさに中小零細海運業のみならず、すべての同族

中小零細企業の経営者にとっては極めて評判の悪

い話で、我々も反対していきたい。

○溝手顕正 参議院議員 国家公安委員長

内閣府特命大臣

海運の安全運航のためにも、海上保安庁の活動

が、重要である。

○増原義剛 衆議院議員

運賃は船舶需給によって決まる。運賃が上がら

なければ船腹を減らすしかない。

ただ、内航海運は、外航海運のようにマーケッ

トの需給で決まる構造になっているのか。

○平口 洋 衆議院議員

総合的に海事関係の問題点について把握するこ

とができた。

（企画部：松本）
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【資料１】

海事振興連盟『広島タウンミーティング』に参加の国会議員、国土交通省、参加団体

（順不同、敬称略）

国 会 議 員

関谷 勝嗣 海事振興連盟会長 参議院議員

寺田 稔 衆議院議員

藤野 公孝 参議院議員 国土交通大臣政務官

関 芳弘 衆議院議員

三谷 光男 衆議院議員

溝手 顕正 参議院議員 国家公安委員長 内閣府特命大臣

増原 義剛 衆議院議員

平口 洋 衆議院議員

国 土 交 通 省

海 事 局 長 冨士原康一

海事局内航課長 大塚 洋

総 合 政 策 局

貨物流通施設課長 中村 吉明

中国運輸局長 神谷 俊広

中国運輸局次長 松尾 龍介

関係業界団体等

中 国 海 事 広 報 協 会 会 長 仁田 一也

中国地方海運組合連合会 会 長 垰野 廣文

日本内航海運組合総連合会 会 長 真木 克朗

理 事 長 中西 基員

日本船主協会 内航部会 副部会長 荒木 武文

日本船主協会 理 事 長 中本 光夫

広島県倉庫協会 専務理事 勢登 和文

日本中小型造船工業会 専務理事 萩原 廣治

中国旅客船協会連合会 会 長 弓場 敏男

国立広島商船高等専門学校 校 長 堀籠 教夫

神 戸 大 学 監 事 赤塚 宏一

船 舶 解 撤 企 業 協 議 会 会 長 山路 宏

日本造船協力事業者連合会 会 長 丸本 智
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３ パナマ運河の通航料支払い実績が増加。スエズ運河は減少
―運河通航船実態調査結果まとまる―

当協会は、毎年会員各社の運航船舶（外国用船

を含む）について、両運河に係る通航実態ならび

に通航料支払実績の調査を実施しており、先般そ

の結果がまとまった。

調査対象期間は、従来より各運河運営団体の会

計年度に合わせて調査しており、本年度において

も、スエズ運河については２００５年１月１日より同

年１２月３１日まで、パナマ運河については２００５年４月

１日より２００６年３月３１日までとした。

［スエズ運河］

スエズ運河の利用状況は、通航船社数が前年度

比較で１社増の１４社、利用隻数は０．５％増加（２００５

年：１，２０９隻�２００４年：１，２０３隻）した。D�Wベー

スでは２．６％増加（２００５年：５６，５４３千 D�W�２００４

年：５５，１０２千 D�W）したものの、G�Tベースで

は０．８％の減少（２００５年：６１，０１４千G�T�２００４年：

６１，４８１千 G�T）であった。

また、料率の基本となるスエズ運河トン数（＊

１ SCNT : Suez Canal Net Tonnage）ベースでは

３．８％の減少（２００５年：５８，２３３千トン�２００４年：

６０，５４３千トン）となり、全体の通航料も１．４％減少

（２００５年：３０３，１０２千米ドル�２００４年：３０７，４７０千米

ドル）となった。（表１参照）

船種別で見ると、タンカーが前年度比較で延べ

３９隻（３０．７％）増加し１６６隻、SCNTベースで７１．４

％増加（２００５年：２，０６７千トン�２００４年：１，２０６千ト

ン）、通航料も７２．７％増加（２００５年：１７，６７２千米ド

ル�２００４年：１０，２３５千米ドル）と前年に比べ大幅な

増加となり、コンテナ船は延べ４隻（１．２％）増加

【資料２】

海事振興連盟 広島声明

本日、海事各産業および海事教育機関が集結するここ広島において、タウンミーティングを開催し、

海事各業界および教育機関が直面する諸問題および将来のあり方について議論した。

当連盟としては、広島における海事各産業が発展していくためには、本年５月２７日に採択した「今治

宣言」および本年１０月１２日に採択した『総会決議』の実現が不可欠であり、今後、関係者一体となって、

その実現に努める。

とりわけ、外航海運における『トン数標準税制の創設』と『外航船舶の特別償却制度の延長』、内航海

運については、『内航海運暫定措置事業の円滑かつ着実な実施』と『燃料高騰対策への取り組み』、『代替

建造促進策として内航船舶の特別償却制度の延長』、『船旅の魅力向上と離島観光の振興』、さらに『倉庫

用建物等の割増償却の延長』をはじめとする倉庫業界に係る税制問題、及び『海運・造船業における後

継者の育成問題』は、今後、業界が発展していく上で、極めて重要な課題であり、当連盟としても全力

を挙げて、その実現またはバックアップに取り組んでいく。

また、解撤に供される船舶自体が有効資源であり、環境問題にとっても、重要な課題であることから

「シップ・リサイクル事業」についてもわが国としても真剣に検討していく必要がある。
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し５１９隻、SCNTベースでは３．０％増加（２００５年：

３１，１１６千トン�２００４年：３０，２１３千トン）、通航料で

１．５％増加（２００５年：１６４，０２３千米ドル�２００４年：

１６４，５２７千米ドル）となった。一方、自動車専用船

は前年度比較で延べ５３隻（１２．０％）減少し３８９隻、

SCNTベースで１７．８％減少（２００５年：１９，１９４千トン

�２００４年：２３，３５７千トン）、通航料も１３．８％減少

（２００５年：９６，６７９千米ドル�２００４年：１１２，１１８千米

ドル）となった。（表２参照）

［パナマ運河］

パナマ運河の利用状況は、通航船社数が前年度

比較で４社増の１７社となり、利用隻数は７．４％増加

（２００５年：１，０１１隻�２００４年：９４１隻）した。G�T

ベースでも８．９％増加（２００５年：４２，１５８千 G�T

�２００４年：３８，７１０千 G�T）するとともに、D�W

ベースでは１２．９％の増加（２００５年：３５，９９８千D�W

�２００４年：３１，８７５千 D�W）であった。

また、料率の基本となるパナマ運河トン数（＊

２ PCNT : Panama Canal Net Tonnage）ベースで

は０．４％増加（２００５年：４０，０８３千トン�２００４年：

３９，９０８千トン）となり、全体の通航料では１８．７％の

増加（２００５年：１３６，９８１千米ドル�２００４年：１１５，４２４

千米ドル）となった。（表３参照）

船種別では、コンテナ船が延べ３１隻（１５．７％）

増加し２２８隻、PCNTベースで１５．７％増加（２００５年：

表１ スエズ運河通航料支払実績推移

年 度 社 数 延 隻 数 延千G�T 延千D�W 延千SCNT
通 航 料

千USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９４ １７ ７６８ ２７，７６６ ２４，２７８ ２８，９７９ １４３，２６８ △１７．６ １４７ △２４．８

１９９５ １７ ８６７ ３６，２０２ ３５，１８５ ３９，５０９ １７３，２７５ ２０．９ １６７ １３．６

１９９６ １２ ８８３ ３７，４９１ ３２，９０９ ３８，００８ １７２，８６９ △ ０．２ １９５ １６．８

１９９７ １４ １，０１１ ４０，３８７ ３６，１５０ ４２，０７３ ２０１，４９７ １６．６ ２４４ ２５．１

１９９８ １５ １，０１０ ４０，０４５ ３６，３９７ ４１，８１０ １９８，０３４ △ １．７ ２５９ ６．１

１９９９ １３ ９４４ ４０，０４０ ３４，６３４ ４３，０６７ １９５，６４１ △ １．２ ２２３ △１３．９

２０００ １２ １，０１９ ４３，９９２ ４１，２７９ ４０，６８０ １８０，５８２ △ ７．７ １９５ △１２．６

２００１ １１ ９６２ ４０，５９２ ３９，３４２ ３８，５２１ １６８，８４４ △ ６．５ ２０５ ５．１

２００２ １１ ８４２ ４３，１２６ ３８，０１０ ４２，８９８ １８９，０６０ １２．０ ２３７ １５．６

２００３ １３ １，０３４ ５１，０５３ ４８，１５５ ５２，０１８ ２４３，０５１ ２８．６ ２８２ １９．０

２００４ １３ １，２０３ ６１，４８１ ５５，１０２ ６０，５４３ ３０７，４７０ ２６．５ ３３３ １８．０

２００５ １４ １，２０９ ６１，０１４ ５６，５４３ ５８，２３３ ３０３，１０２ △ １．４ ３３４ ０．３

注）２００５年の通航料の円換算率は、２００５年１月～１２月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１１０．１６円を採った。

表２ スエズ運河通航船実態調査（２００５．１．１～２００６．１２．３１） （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千G�T 延千D�W 延千SCNT 通 航 料

タ ン カ ー ５ １６６ ２，２１０ ３，４５０ ２，０６７ １７，６７２

鉱 油 兼 用 船 ０ ０ ０ ０ ０ ０

バルクキャリアー ８ １１１ ５，５４４ １０，６１７ ５，５３０ １９，０２４

自 動 車 専 用 船 ５ ３８９ １９，０９６ ６，７４４ １９，１９４ ９６，６７９

コ ン テ ナ 船 ３ ５１９ ３３，７７２ ３５，２０３ ３１，１１６ １６７，０２３

在 来 定 期 船 １ ２３ ３４２ ５２１ ２８４ ２，４３９

そ の 他 船 舶 １ １ ５０ ８ ４２ ２６５

合 計 １４ １，２０９ ６１，０１４ ５６，５４３ ５８，２３３ ３０３，１０２

注）社数合計の１４は、調査期間中にスエズ運河を通航した会員船社数の合計であり、船種別の社数の合計とは一致しない。
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１０，５４２千トン�２００４年：９，１０８千トン）となり、通航

料は２００５年５月にオンデッキ・キャパシティにつ

いて１TEU当たり４０ドルとする課徴方法の改定が

行われた影響により、６３．７％（２００５年：４４，６０８千米

ドル�２００４年：２７，２５０千米ドル）の増加となった。

また、タンカーが前年度比較で延べ７隻（１４０．０％）

増加し１２隻、PCNTベースで９１．８％増加（２００５年：

２８２千トン�２００４年：１４７千トン）、通航料も１５４．１％

増加（２００５年：５８２千米ドル�２００４年：２２９千米ドル）

と前年に比べ大幅な増加となった。このほか、自

動車専用船は前年度比較で延べ２５隻（５．５％）減少

し４２９隻、PCNTベースで１０．７％減少（２００５年：

２１，１６２千トン�２００４年：２３，７０３千トン）、通航料も

２．１％減少（２００５年：６６，５０３千米ドル�２００４年：

６７，９２２千米ドル）となった。（表４参照）

（企画部：齋藤）

＊１ スエズ運河トン数

（SCNT : Suez Canal Net Tonnage）
１８７３年の万国トン数会議で定められた純トン数規

則をもとに、スエズ運河当局独自の控除基準を加え

て算出する。二重底船の船底にバンカー油を積載し

た場合その部分の控除を認めない等、パナマ運河や

各国の規則とも異なる独特のもの。

＊２ パナマ運河トン数

（PCNT : Panama Canal Net Tonnage）
１９６９年のトン数条約による国際総トン数の算出に

用いた船舶の総容積に、パナマ運河当局独自の係数

をかけて算出する。船舶法に定める総トン数、純ト

ン数とは異なる。

表３ パナマ運河通航料支払実績推移

年 度 社 数 延 隻 数 延千G�T 延千D�W 延千PCNT
通 航 料

千USドル 対前年比 億円（参考） 対前年比

１９９４ １７ １，２８０ ３６，５３０ ３６，６２５ ３６，６２４ ８１，０００ ６．３ ８１ △ ２．８

１９９５ １９ １，４２０ ４０，０６８ ４６，３４３ ４０，３８９ ８７，０９６ ７．５ ８２ １．２

１９９６ １６ １，３５０ ３８，３７２ ４０，６５７ ３８，５９８ ８３，３１３ △ ４．３ ９１ １１．０

１９９７ １６ １，２９１ ３５，９１４ ３８，６７９ ３５，４４４ ９２，７６０ １１．３ １１４ ２５．３

１９９８ １５ １，３６６ ３８，５５２ ４１，５４７ ３８，４２７ １００，０４０ ７．８ １２８ １２．３

１９９９ １５ １，１７１ ３５，３７２ ３７，６０５ ３６，７１４ ９５，６４２ △ ４．４ １１５ △１０．２

２０００ １５ ９８９ ３２，８８７ ３３，２２０ ３０，１８４ ８３，３７６ △１２．８ ９２ △２０．０

２００１ １５ ９５１ ３３，１５１ ２８，５９７ ３０，７９７ ８６，２５０ ３．４ １０８ １７．４

２００２ １６ ９０４ ３４，１９１ ２７，２８５ ３５，６８０ １００，２９３ １６．３ １２２ １３．０

２００３ １４ ８３５ ３２，５２５ ２７，８８３ ３０，８１０ １０２，１５７ １．９ １２２ ０．０

２００４ １３ ９４１ ３８，７１０ ３１，８７５ ３９，９０８ １１５，４２４ １３ １２４ １．６

２００５ １７ １，０１１ ４２，１５８ ３５，９９８ ４０，０８３ １３６，９８１ １８．７ １５５ ２５．０

注）２００５年の通航料の円換算率は、２００５年４月～２００６年３月の平均レート（銀行間直物相場）１ドル＝１１３．２６円を採った。

表４ パナマ運河通航船実態調査（２００５．４．１～２００６．３．３１） （通航料＝千USドル）

船 種 社 数 延 隻 数 延千G�T 延千D�W 延千PCNT 通 航 料

タ ン カ ー ３ １２ ２６７ ３９３ ２８２ ５８２

鉱 油 兼 用 船 ０ ０ ０ ０ ０ ０

バルクキャリアー １０ ２８４ ８，０６１ １４，０５８ ７，２０７ ２２，４２８

自 動 車 専 用 船 ４ ４２９ ２０，９３１ ７，１５１ ２１，１６２ ６６，５０３

コ ン テ ナ 船 ３ ２２８ １１，８６７ １２，９４４ １０，５４２ ４４，６０８

在 来 定 期 船 １ ２４ ２４０ ２６９ ２０２ ８４７

そ の 他 船 舶 ５ ３４ ７９２ １，１８３ ６８８ ２，０１３

合 計 １７ １，０１１ ４２，１５８ ３５，９９８ ４０，０８３ １３６，９８１

注）社数合計の１７は、調査期間中にパナマ運河を通航した会員船社数であり、船種別の社数の合計とは一致しない。
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寄稿 

�．はじめに
平成１３年に発生した米国同時多発テロ以降、セ

キュリティ対策の重要性が世界的に高まってきて
おります。我が国におけるテロ行為や国際的な組
織犯罪を未然に阻止するためには、我が国への入
国者や輸入貨物等に関する情報をその到着前に入
手し、ハイリスク貨物の選定等に活用することで、
テロに使用されるおそれのある物品等を水際にお
いて取り締まることが極めて効果的であることか
ら、平成１８年度関税改正において、外国から本邦
に到着する船舶及び航空機の積荷及び旅客等に関
する事項の事前報告を義務化したところでありま
す。
本稿においては、平成１９年２月１日から当該事

前報告の義務化が施行されることに伴い、改正の
背景等を含め、当該事前報告制度の概要について
紹介したいと思います。なお、当該事前報告の義
務化は、船舶及び航空機を対象としておりますが、
本稿では船舶についてのみ紹介いたします。

�．改正の背景
� テロの未然防止に関する行動計画について

国内におけるテロ対策の重要性が高まったこ
となどを背景に、平成１６年１２月に開催された国
際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部会合（本
部長：内閣官房長官）において、「テロの未然防
止に関する行動計画」が策定されました。当該
行動計画は、我が国におけるテロ未然防止に向
けた制度、体制等について点検を行い、政府が
新たな対応を必要とする項目をとりまとめたも
のであります。当該行動計画のひとつとして、
乗員・乗客名簿の事前提出の義務化については、
関係省庁において、平成１８年度に必要な措置を
講ずることとされました。

� 国際物流におけるセキュリティ強化について
平成１７年３月、関係７省庁及び関係２１経済団

体が協力してとりまとめた「安全かつ効率的な
国際物流の実現のための施策パッケージ」に、

我が国に輸入される貨物に関する積荷目録情報
を電子データにて事前に把握・分析するために
必要な措置を検討する旨が盛り込まれました。
諸外国の状況をみますと、米国、韓国におい

ても積荷目録の事前提出が義務付けられている
他、EUにおいても事前提出の法改正がなされて
います。また、WCO（世界税関機構）において
は、米国同時多発テロ以降、国際貿易の安全確
保と円滑化を両立させるための方策について検
討し、平成１７年６月、その成果として、�電子
媒体による事前貨物情報の国際標準化、�国際
的に整合のとれたハイリスク貨物の選定等を要
素とする、「国際貿易の安全確保及び円滑化のた
めのWCO「基準の枠組み」」がとりまとめられま
した。

�．事前報告義務化の概要
以上の背景を基に、財務省・関税局では、関税

法等を改正し、外国から本邦の港に入港する船舶
に対し、これまで入港後に提出することとされて
いた入港関係書類のうち、積荷、旅客及び乗組員
に関する事項については、入港前の報告を義務付
けることといたしました。具体的な措置について
は、次のとおりです。
� 報告義務者

外国から本邦に入港しようとする船舶の船長
は、当該船舶に係る積荷、旅客及び乗組員に関
する事項をあらかじめ税関に報告しなければな
らない。
なお、船長が行うべき当該事前報告は、当該

船舶の所有者若しくは管理者、又はこれらの者
若しくは船長の代理人も行うことができる。

� 報告時期及び報告項目
� 報告時期
イ．積荷に関する事項
� 入港する２４時間前までに報告（下記�
及び�を除く。）

� 別表１の第１項に掲げる「本邦以外の

入港関係書類の事前報告
の義務化について

関税局監視課警務係
調査主任

石井秀樹
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地域」から「本邦の地域」に入港する場
合→入港する１２時間前までに報告

� 別表１の第２項に掲げる「本邦以外の
地域」から「本邦の地域」に入港する場
合→入港する時までに報告
ただし、上記報告期限の適用にあたり、

報告期限が早く到来する本邦の他の開港
等を経由して入港する場合には、当該他
の開港等に適用される報告期限（複数の
場合は最も早く到来するもの）を報告期
限とする。（別図参照）

ロ．旅客及び乗組員に関する事項
� 入港する２時間前までに報告（下記�
を除く。）

� 別表２に掲げる「本邦以外の地域」か
ら「本邦の地域」に入港する場合、又は
本邦の他の開港等を経由して入港する場
合→入港する時までに報告

� 報告項目
積荷、旅客及び乗組員に関する事項は、現

行の報告内容と同一とする。
イ．積荷に関する事項
仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、
荷送人、荷受人、船荷証券の番号、コンテ
ナーの番号

ロ．旅客に関する事項
氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出

発地、最終目的地
ハ．乗組員に関する事項

氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号、
職名

� 事前報告義務の例外
下記に掲げるあらかじめ報告することが困難

な場合には、入港後直ちに積荷、旅客及び乗組
員に関する事項を書面にて税関へ提出しなけれ
ばならない。
� 通信設備が故障し、あらかじめ報告するこ
とが困難な場合

� 異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な
損傷による急迫した危難のため、あらかじめ
報告することが困難な場合

� 貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員
の暴行その他これらに類する事由により航行
に支障が生じたことにより緊急に入港するた
め、あらかじめ報告することが困難な場合

� 脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団
体その他これらに準ずる機関の指示により強
制的に入港させられるため、あらかじめ報告
することが困難な場合

� 入出港の簡易手続

下記に掲げる要件（以下「短期出港等」とい
う。）で入出港する船舶は、それぞれの区分に応
じた入出港の簡易手続をすることができる。
� 外国貿易船が開港に入港する場合において、
乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨
物の積卸しをしないで入港の時から２４時間以
内に出港するとき
→積荷及び旅客に関する事項の報告を省略で
きる。

� 外国貿易船又は特殊船舶が開港に入港する
場合において、傷病者又は航行の途中で救助
した遭難者を緊急に下船させる必要があり、
当該傷病者又は遭難者のみを下船させた後直
ちに出港するとき
→積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告
を省略できる。

� 外国貿易船が開港に入港する場合において、
救じゅつのため寄贈される給与品のみの積卸
しをした後直ちに出港するとき
→積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告
を省略できる。

� 特殊船舶が開港に入港する場合において、
災害への対処又は災害の発生の防止に必要な
緊急の活動に従事することのみを目的として
入港し、当該活動をした後直ちに出港すると
き
→旅客及び乗組員に関する事項の報告を省略
できる。
なお、入港後に短期出港等に該当しないこ

ととなる場合には、入出港の簡易手続で報告
が省略された積荷、旅客及び乗組員に関する
事項を書面により税関に提出しなければなら
ない。

� 罰 則
外国から本邦に入港しようとする船舶の船長

が、積荷、旅客及び乗組員に関する事項の事前
報告をせずに入港した場合、又は船長若しくは
代理人等が偽った報告をして入港した場合には、
当該船舶が外国貿易船の場合には、５０万円以下
の罰金、特殊船舶の場合には、３０万円以下の罰
金に処せられる。

�．おわりに
関税局・税関としては、リスク判定の実効性を

高めるため、電子情報による事前報告を積極的に
推進することとしており、事前報告された積荷等
に関する電子情報を有効に活用し、利用者の利便
性向上及び通関手続の迅速化を図ることとしてお
ります。皆様のご協力をお願いいたします。
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【別表１：積荷】

番号 本邦以外の地域（外国とみなす地域を含む。） 本 邦 の 地 域 報 告 期 限

一

東経百二十八度及び東経百五十六度の線並びに北緯四十度及び北緯五十
四度の線で囲まれた地域

北海道 その港に入港す
る十二時間前

東経百二十八度及び東経百五十二度の線並びに北緯三十四度及び北緯五
十度の線で囲まれた地域

青森県、秋田県、山形県及
び新潟県

東経百三十三度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯四
十七度の線で囲まれた地域

岩手県及び宮城県

東経百四十五度及び東経百四十九度の線並びに北緯四十三度及び北緯四
十七度の線で囲まれた地域

福島県及び茨城県

東経百二十二度及び東経百四十度の線並びに北緯三十三度及び北緯四十
六度の線で囲まれた地域（東経百二十二度及び東経百二十七度の線並び
に北緯三十七度及び北緯四十六度の線で囲まれた地域を除く。）

富山県、石川県、福井県、
京都府、兵庫県（日本海に
面する地域に限る。）、鳥取
県及び島根県

東経百二十五度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十二度及び北緯三
十八度の線で囲まれた地域（東経百二十五度及び東経百二十八度の線並
びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。）

和歌山県、大阪府及び兵庫
県（瀬戸内海に面する地域
に限る。）

東経百二十二度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十度及び北緯四十
二度の線で囲まれた地域（東経百二十二度及び東経百二十七度の線並び
に北緯三十八度及び北緯四十二度の線で囲まれた地域を除く。）

岡山県、広島県、香川県、
徳島県、愛媛県及び高知県

東経百十八度及び東経百三十五度の線並びに北緯二十六度及び北緯四十
四度の線で囲まれた地域

山口県、福岡県、佐賀県、
長崎県、大分県、熊本県、
宮崎県及び鹿児島県（奄美
市及び大島郡を除く。）

東経百十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯十七度及び北緯三十八
度の線で囲まれた地域

鹿児島県奄美市及び大島郡
並びに沖縄県（石垣市、宮
古島市、宮古郡多良間村並
びに八重山郡竹富町及び与
那国町を除く。）

東経百十四度及び東経百二十八度の線並びに北緯十五度及び北緯三十四
度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、
宮古郡多良間村並びに八重
山郡竹富町及び与那国町

二

東経百三十四度及び東経百五十二度の線並びに北緯四十三度及び北緯五
十度の線で囲まれた地域

北海道 その港に入港す
る時

東経百二十八度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十四度及び北緯三
十八度の線で囲まれた地域

鳥取県及び島根県

東経百二十七度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三
十七度の線で囲まれた地域

岡山県、広島県、香川県及
び愛媛県

東経百二十四度及び東経百三十一度の線並びに北緯三十三度及び北緯三
十八度の線で囲まれた地域（東経百二十四度及び東経百二十八度の線並
びに北緯三十五度及び北緯三十八度の線で囲まれた地域を除く。）

山口県、福岡県、佐賀県、
長崎県、大分県及び熊本県

東経百二十六度及び東経百二十九度の線並びに北緯三十三度及び北緯三
十四度の線で囲まれた地域

鹿児島県（奄美市及び大島
郡を除く。）

東経百十八度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十度及び北緯二十八
度の線で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、
宮古郡多良間村並びに八重
山郡竹富町及び与那国町

【別表２：旅客及び乗組員】

本邦以外の地域（外国とみなす地域を含む。） 本 邦 の 地 域

東経百四十度及び東経百四十四度の線並びに北緯四十五度三十分及び北緯四十七度
の線で囲まれた地域

北海道（北緯四十五度から北の地域に限
る。）

法第百八条（外国とみなす地域）に規定する令第九十四条（外国とみなす地域）に
定める歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島

北海道（東経百四十四度から東の地域に
限る。）

東経百二十七度三十分及び東経百三十度の線並びに北緯三十四度及び北緯三十六度
の線で囲まれた地域

長崎県対馬市及び壱岐市

東経百二十一度及び東経百二十三度の線並びに北緯二十三度及び北緯二十六度の線
で囲まれた地域

沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間
村並びに八重山郡竹富町及び与那国町
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【別図：本邦の港を経由する場合の報告期限について】
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東京港における油濁事故対策訓練が開催される
―平成１８年度大規模流出油事故対策等訓練について―

２００６年１１月１０日、東京港排出油防除協議会※主催による平成１８年度大規模流出油事故対策等訓練が、

東京電力�大井火力発電所および前面海域で開催された。この訓練は平成９年に東京湾で実際に発
生した原油流出事故をきっかけとして毎年開催されており、本年度は『桟橋接岸中のタンカーに小

型船が接触し、タンカー・小型船で火災が発生』との事故想定のもと、東京都港湾局、東京海上保

安部、東京消防庁、東京電力�大井火力発電所自衛消防隊等が参加し海陸両側で行われた。訓練概
要は以下のとおりである。

◇第一ステージ

（船舶１８隻・消防車等３台：１５０名参加）

� 接触事故によりタンカーから流出した原

油の防除訓練

� タンカー船上での火災の消火訓練

＊海上保安艇や水上警察艇等による監視や

周辺航行船舶への警戒アナウンス

＊防災船等によるオイルフェンス・吸着マ

ット等の展張

＊消防艇等による放水・消火

◇第二ステージ

（船舶８隻・消防車等３台：８０名参加）

� 接触した小型船からの火災の消火・人命

救助、事故船舶曳航訓練

＊消防車・消防艇による海陸からの消火活

動

＊海上保安艇および消防艇による事故船舶

からの救助活動

＊事故船舶の海上保安艇による曳航

▲訓練の様子（第一ステージ）。左から２隻目が事故想
定船

▲オイルフェンスを張る様子 ▲消防艇等による消火（放水）訓練

▲船舶からの救助活動（第二ステージ）
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当日は弊会事務局員も取材者と共に東京海上保安部の小型艇「いそぎく」に乗船し、海上より訓

練を見学した。会場周辺はコンテナターミナル等が隣接し、実際に運航中のコンテナ船が接岸中で

あったり、ガントリークレーンによるコンテナ荷役が行われている中で、船舶２０隻・車３台・人員

２００名以上が参加し本番さながらであった。事故発生の際の一連の活動（各機関の対応、油流出への

対処方法（オイルフェンスの展張等）、船舶火災発生時の放水・救出・曳航活動）が海陸両方から大

規模に行われた。

（総務部：長嶋）

船社�荷主業界が定期船海運を巡る諸問題について意見交換
―第�回コンテナ・シッピング・フォーラムの模様―

コンテナ輸送を取り巻く国内外の現状や問題等につき、日本発着の定期船社、関係荷主が意見交

換を行うコンテナ・シッピング・フォーラム（主催：日本海事新聞社）が、当協会と日本荷主協会

の協力、国土交通省の後援の下、２００６年１１月１４日に東京で開催された。

６回目となる今回のフォーラムでは、第１部で国土交通省港湾局中尾局長が基調講演を行い、わ

が国の港湾の地位がアジア諸港に比

べ相対的に低下している現状を指摘

した上で、港湾の国際競争力強化を

目的としたスーパー中枢港湾プロジ

ェクトをはじめとする港湾局の取り

組みを紹介した。

また、フォーラム第２部では船社

側から２００７年の北米・欧州各コンテ

ナ航路の需給見通しや、運賃修復計

画について説明が行われた後、荷主

との間でパネルディスカッションが

行われた。

（企画部：水島）

※ 東京港排出油防除協議会：東京湾における「ダイヤモンドグレース号」の原油流出事故を契機として、東京湾内

における流出油防除体制を強化するため、東京湾排出油防除計画が定められたことに伴い１９９７年に設立。今回参加

した東京海上保安部・東京水上警察署・東京都港湾局・東京電力�等の３５官民団体や企業により構成されている。

▲陸上部分の訓練 ▲隣接するターミナルではコンテナ船が接岸中

▲第６回コンテナ・シッピング・フォーラムの模様
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デンマーク首相出席の下、
デンマーク・日本海運セミナーを開催

デンマーク船主協会と当協会は１１月２２日、デンマークのラスムッセン首相訪日に合わせ、東京湾

内を周遊する“Lady Crystal”船上で海運セミナーを開催した。デンマーク船主協会と当協会は、２００４

年１１月にも同国女王陛下および王配殿下がわが国を訪問した機会を捉え、海運セミナーを開催して

いる。

今般のセミナーには、ラスムッセン首相の他、ヤンホルトデンマーク船主協会会長・鈴木当協会

会長・西岡日本造船工業会会長など両国海事関係者総勢６４名が出席した。席上、挨拶に立った鈴木

会長は、今後の世界経済成長に海運業が貢献していく上での重要なポイントとしてクオリティシッ

ピングを挙げ、日本海運業がクオリティシッピングを推進する上でトン数標準税制の導入が不可欠

であることを強調した。

最後にスピーチを行ったラスムッセン首相は、海事関連産業がデンマーク GDPの１割以上を占め

ていると述べた上で、海事関連産業のさらなる国際競争力強化、海上安全・環境汚染防止推進に向

けた「ブルー・デンマーク」と称する構想が進んでいることを紹介した。

同首相スピーチの後に設けられた参加者懇談の場において、両国出席者は一層の関係強化に向け

親睦を深めた。

（企画部：中村）

▲前列左から、ラスムッセン首相、鈴木当協会会長、ヤンホルト・デンマーク船協
会長。同首相の右後ろが西岡日本造船工業会会長
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外航中小船主協会、「外航オーナーズ協会」に名称変更
外航中小船主協会（会長：古川國丸・八馬汽船社長。会員１８社）は、２００６年１１月１６日に臨時総会を

開催し、本会会員の実態を踏まえ、また、会員の拡大を図るため、本会の名称を「外航オーナーズ
協会」に変更することといたしました。
本会は１９５９年に、わが国の主要オーナー８６社によって「海運オーナーズ協会」としてその前身が

設立されました。もともとはオーナー業が中心の団体でしたが、１９６７年に「外航中小船主協会」に
改称し、今は不定期船業、船舶管理業を主要な業務とする外航海運会社１８社で構成する団体です。
２００４年１２月までは日本船主協会（以下、船協）のオーナー部会を兼ねておりましたが、船協の組織
変更によりオーナー部会が廃止されたことに伴い、現在は船協企画部が引き続き事務局業務を務め
ながら、独自の活動を続けています。
具体的な活動としましては、各社の代表者（主に社長）が出席する会議を基本的に２ヵ月に１回

開催しており、過去には、融資条件の改善や必要予算の確保、外航オーナーに合致した独自の船員
労働条件の設定、船員保険制度の被保険者資格の緩和要望など様々な課題に取り組みながら、国際
競争条件の整備を関係方面に求めて参りました。近年では、外航オーナーの大きな経営要素である
船舶管理のうち外国人船員問題や安全環境問題に取り組み、税制改正において当協会の要望が反映
されるよう、関係団体や国土交通省の関係者、国会議員の先生などを招いて勉強会や情報交換を行
うとともに、本年９月には外国人船員の確保育成に取り組むため、海外視察調査を実施いたしまし
た。また、外航海運政策や外国人船員問題など船協の活動状況について関係者を招き説明願うなど、
船協との連携維持や意見反映にも努めております。
この度、「外航オーナーズ協会」に名称を変更するのに併せて、船協メンバー以外にも本会への参

加を呼びかけていくなど新たに会員の拡大を図ることで組織の強化を図り、会員各社の国際競争力
強化を目指し対応していくこととしています。

［外航オーナーズ協会 会員会社（１８社）］
八馬汽船、太洋日本汽船、乾汽船、玉井商船、国際マリントランスポート、旭海運、板谷商船、
神原汽船、キーマックスマリタイム、共栄タンカー、明治海運、大阪船舶、関兵海運、商船三井
タンカー管理、太平洋海運、東海商船、東興海運、東和船舶

（企画部：齋藤）

海運関係叙勲・褒章受章者祝賀パーティーを開催
当協会は、例年、海運関係で叙勲・褒章を受章された方々をお招きし、祝賀パーティーを開催し

ている。今年度は藍綬褒章を受章された川崎近海汽船株式会社社長・荒木武文氏をお招きして１１月
２９日に海運ビルにおいて開催した。当日は、公務多忙の中、梶山弘志・国土交通大臣政務官をはじ
め国土交通省幹部の多数の参列を得、海運関係者約１２０人が集い盛会裡に終了した。

褒章受章者
秋 季 藍綬褒章
荒木 武文
（川崎近海汽船株式会社 社長）

（総務部：斎藤）
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メ ン バ ー 紹 介 

▲入居する日比谷国際ビル外観

▲地図

主要データ

会社概要 （２００６年９月３０日現在）

会 社 名：三光汽船株式会社

本社所在地：〒１００�００１１東京都千代田区内幸町
二丁目２番３号 日比谷国際ビル

設立年月日：１９３４年８月３１日

資 本 金：１１８億円

従 業 員 数：１６６名（陸上１１７名・海上４９名）

海外現地法人：米国、カナダ、ブラジル、英国、オ

ランダ、オーストラリア、シンガポ

ール

営 業 種 目：海上運送事業及びこれに付帯又は関

連する事業

グループ会社：三光シップマネージメント株式会社、

Sanko Kisen（U.S.A.）Corp. ほか

主 要 株 主：�りそな銀行、住友商事�、�新生
銀行、�三菱東京UFJ銀行

No.3 三光汽船株式会社

▲社旗及びロゴ

▲代表取締役社長 松井 毅
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歴 史

１９３４年８月 三光海運株式会社創立（大阪市西区

北堀江五丁目）

１９３７年３月 三光汽船株式会社に社名変更

１９６９年７月 東京本部開設（東京都千代田区有楽

町１�１１�１新有楽町ビル）
１９７３年１０月 Sanko Kisen（U.S.A.）Corp. 設立

１９７４年３月 Sanko Kisen（Europe）B.V. 設立

１９７８年７月 Sanko Kisen（U.K.）Ltd. 設立

１９８５年８月 会社更生手続開始申立

１９８９年１１月 本社移転（東京都千代田区有楽町１

�１２�１ 新有楽町ビル）

１９９０年１２月 Sanko Kisen（Canada）Ltd. 設立

１９９２年３月 Sanko Kisen（Australia）Pty. Ltd．

設立

１９９６年５月 Sanko Kisen（Brasil）Ltda. 設立

１９９７年６月 Sanko Kisen（Singapore）Pte. Ltd．

設立

１９９８年２月 会社更生手続終結

１９９９年３月 本社事務所移転（東京都千代田区内

幸町２�２�３ 日比谷国際ビル）
２００５年４月 Marine Bulk Carriers South Africa

（Pty）Ltd. 及びMarine Crew Serv-

ices South Africa（Pty）Ltd. に出資

組 織 図（２００６年１０月１日現在）
秘 書 課

社 長 室
経 営 企 画 課

総 務 課

総 務 部 人 事 課

情 報 シ ス テ ム 課

船 員 部 船 員 課

業 務 ・ 保 険 課
業 務 部

船 費 管 理 課

主 計 監 査 課
経 理 部

資 金 財 務 課

大 型 バ ル ク 用 船 課
貨 物 船 用 船 部

ハンディサイズ用船課

大 型 バ ル ク 運 航 課

貨 物 船 運 航 部 ハンディサイズ運航課

運 航 監 督 課
株 主 総 会 取 締 役 会 執 行 役 員 会

ボックスシェイプ用船課
ボックスシェイプ船部

ボックスシェイプ運航課
監 査 役 会

Ｌ Ｐ Ｇ 船 課

油 送 船 課
専 用 船 部

オ フ シ ョ ア 船 課

燃 料 課

営 業 総 務 課
営 業 管 理 部

営 業 管 理 課

海外事務所統 括 室

造 船 企 画 室

海 務 部 海 務 課

工 務 部 工 務 課

各 船
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入会日�所属地区
１９８９年１１月１日（京浜地区船主会所属）

ホームページ

URL : http：��www.sankoline.co.jp

ある社員の会社生活（南アフリカ共和国編）

（Marine Bulk Carriers South Africa（Pty）

Ltd. 嶋村 盛任 駐在員より）

ロンドンでの海外研修（２００４年６月～２００５年６月）

から帰国して、まだ１年も経たない今年の３月に、

ケープタウン赴任を突如命ぜられた。私にとって

は全く未経験の仕事だ。「何故、よりによって私な

のか？」としばし考えたが、こうして赴任地へ来

てしまった以上、もはやあれこれと考えても意味

がない。「出来る限りの力で、何とか仕事を進めて

行くぞ！」と腹を据えた。しかし予想通り、こと

はそう簡単には運ばない。試行錯誤、忍耐の日々

が続く。

常に私を励まし、仕事上でも良きアドバイスを

してくれる現地人の上司がいる。仕事を離れれば、

家族ぐるみで交流してくれる。そんな家族的な雰

囲気の中で勤務するのは初めての経験だ。日本人

は私一人にもかかわらず、とても働きやすい職場

である。そのおかげで、ここでの生活

には何の抵抗もなく入って行けた。

東京育ちの私にとって、未知の土地

で暮らすという経験はそう得られるも

のでもないので、むしろ少し変わった

生活を期待していたが、実際は日本よ

り快適なくらいだ。日本にいるときは、

毎日スーツにネクタイ姿、満員電車に

揺られて会社に行くだけでヘトヘトだ

った。ここではオフィスまで車で５分。

いつでも青空がある。太陽がある。海

がある。素晴らしい自然がある。衣・

食・住に関しては何も変わらない。も

ちろん、日本と全く同じという訳には

行かないが、スーパーマーケットもあ

るし、衣服だって東京で着ていたよう

な物が買える。シャツとズボンが、着

物と袴になる訳でもない。さすがに、

毎日ハンバーガーとフライドポテトでは困るが、

日本食が欠かせないタイプではないので、特にご

飯と味噌汁がなくても問題はない。食について全

く無頓着な人間だと気が付いたのは、ロンドンへ

海外研修に行ってからのことだ。

唯一困るのが週末の過ごし方だ。確かに何処に

出かけても混雑する東京の休日は大変だったが、

あまりに何もないというのもまた困ってしまう。

ここの自然は本当に素晴らしいが、それを一日眺

めている訳にも行かない。ただでさえ、ここでは

ONとOFFの区別を付けることが日本より難しい

と感じる。しかし上司の話では、私生活が充実し

ていなければ、良い仕事は出来ないとのこと。何

か週末にスイッチを切り替えられるようなことを

見つけて、生活にメリハリを付けなくてはと思っ

ている。

日常生活で感じる日本との一番大きな違いは「笑
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顔」だ。社内では毎朝全員と笑顔で

挨拶を交わす。買い物先のレジ係と

も必ず「笑顔」で言葉を交わす。見

知らぬ人とエレベーターで同乗して

も、さらには、ただすれ違った他人

と目が合っただけでも「笑顔」の挨

拶がある。私が外国人だからかもし

れないが、これはとても気持ちが良

い習慣だ。なんだかとても明るい気

分になる。何か問題があっても、見

知らぬ誰かが笑顔をくれるだけで、

スーッと気が楽になる。さあ、がんば

るぞ！ という気持ちになれる。

新しい仕事は苦労もあるが、日本

と比べれば考える時間がある。ルー

ティンワークがある訳ではなく、自

分で考えて仕事をしなければならな

いことが多い。だが、そこにやりが

いがある。最近、心身共にとても健

康になったような気がする。東京で

勤務している時に比べたら、ずいぶ

ん楽をしているのではないかと思う。

だから「もっと出来るはずだ」と

自分に発破を掛ける毎日である。

▲MV SANKO GALAXY

▲MV SANKO JUPITER

▲ファンネルマーク ▲MT SANKO BRIGHT
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紹 
介 

船 
の 
HUMBER BRIDGE（ハンバーブリッジ）

�川崎汽船株式会社

�船の主要データ�
１）船 名 ハンバーブリッジ

（HUMBER BRIDGE）

２）総トン数 約９８，８００トン

３）重量トン数 約８７，０００トン

４）全 長 約３３６．０メートル

５）船 種 コンテナ船

６）コンテナ積個数 ８，２１２TEU

（公称・９，０４０TEU積み）

７）航海速度 ２５．６ノット

�船の生い立ち�
本船は、当社の８０００TEU型コンテナ船８隻シリ

ーズの第一船で、２００６年１０月３１日に IHI マリン・ユ

ナイテッド呉工場にて竣工しました。国内造船所

で建造されるコンテナ船としては過去最大で、コ

ンテナ船としての性能に優れているだけでなく、

地球環境に十分配慮された設計となっています。

名前の由来は、イギリスのハル近郊のハンバー川

に架かる吊り橋です、１９８１年の完成時は世界最長

の吊り橋でした。（全長２２２０m、支間長１４１０m。現

在では世界第４位）

１９８８年に、アジア�欧州航路用に、当時当社の
コンテナ船では最大船型の３５００TEU型コンテナ船

をシリーズ建造しましたが、その名誉ある第一船

にこのハンバーブリッジの名前が命名されました。

以来、ハンバーブリッジは当社コンテナ船の主力

船隊の一つとして貢献してきましたが、このたび、

８０００TEU型コンテナ船の竣工に伴い、この名誉あ

る名前を譲ることとなりました。

�投入航路�
本船は、本年１１月からアジア�欧州航路に投入

されています。寄港地は、上海、寧波、香港、高雄、

シンガポール、ポートサイド、ロッテルダム、ハン

ブルグ、アントワープ、フェリックストウです。

その�
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�本船の位置づけ�
当社のコンテナ船隊は、２００６年３月末現在、合計

７６隻の規模となりました。２００８年末には、８０００TEU

型コンテナ船に加え、アジア域内航路用小型船隊

を増強し、９０隻まで船隊規模を拡大する予定です。

当社のコンテナ船船隊で最大船型の８０００TEU型シ

リーズの第１船となる本船は、経営計画上も戦略

的に大変重要な位置づけになっています。

�本船の特徴�

環境への配慮

本船は、環境、安全面に配慮した新しい船体構

造および機器を採用しています。

� ミニマム・バラスト船

バラスト水とともに移動する水生生物による

生態系破壊が問題となっていますが、本船では、

従来型よりも船幅の広い船型を開発し、船の安

定性（復原性）を高めて、従来よりも少ないバ

ラストで航行できるようになりました。現在当

社の主力コンテナ船である４０００TEU型コンテナ

船では（満載時載貨重量トン数約５３，０００トン）、約

１３，０００トンのバラスト水を必要とするのに対し、

本船は満載時（満載時載貨重量トン数約８７，０００

トン）には姿勢制御のための約１，３００トンのバラ

スト水のみで航行可能で、最低限の量のバラス

ト水を使う設計になっています。

また、この結果として貨物の載貨重量が増加

あるいは推進馬力が低減するため、間接的に省

エネ設計となっていると言えます。

� 電子制御エンジン及びアルファ注油機を採用

主機のあらゆる負荷領域で、最適な燃料噴射

及び排気管制を行うことにより効率的な燃焼を

可能とする電子制御エンジンを採用、同じく電

子制御によって潤滑油を効率的かつ適切なタイ

ミングでシリンダーに注入するためのアルファ

注油機システムを採用しています。省燃費・省

潤滑油により、排ガス量及び煤煙の削減に貢献

しています。

� 燃料タンクをダブルハル内部及び二重底に配

置

衝突時の船体損傷による燃料油の流出を防止

するため、従来、船側部に配置されていた燃料

タンクをトランスバルクヘッド（ホールド間の

隙間）と二重底部に配置しています。船底部の

タンクについては海水との比重差（ハイドロ・

バランス）にて流出油の拡大を防ぐ設計となっ

ています。

� 大型排ガスエコノマイザー及

びターボ発電機システム

そのまま大気に放出されるだ

けの主機排気ガス中に含まれる

熱エネルギーに着目し、排ガス

エコノマイザーという一種のボ

イラーで熱エネルギーを回収、

蒸気を発生させ、その蒸気でタ

ービンを駆動し電力を得るのが

ターボ発電機システムです。陸

上産業で普及しているコジェネ

システムの海上版です。当該シ

ステムは本船にも採用されてお

り、主機関排気ガスのエネルギ

ーを電力として回収することに

よって、最大で１日１１．５トン程▲プロペラ
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度の燃料費削減を目指しており、消費燃料の削

減は同時にCO２排出量の削減につながります。

� 発ガン性物質を含まない塗料を採用

環境への配慮とともに、塗装作業員�本船乗
組員の健康にも配慮し、船体には発ガン性物質

を含まない塗料を使用しています。

� 全甲板機器に電動モータ駆動式を採用

従来型油圧機器での漏油による海洋汚染の可

能性を回避するために、本船においては、甲板

上の係船機械につき電動モータ駆動式（駆動に

油を使用しない）を採用したことにより、漏油

による海洋汚染の心配は無くなりました。

� グリーンパスポート（指定有害物質リスト）

の所持

昨年１２月の IMOの総会で採択された『シップ

リサイクルガイドライン』の一部を先取り実施

致します。

�ハンバーブリッジエピソード�

忙しい艤装員生活と貴重な体験

本船が竣工するまでに艤装員（竣工後の乗組員）

は造船所内で色々な検査に立会います。また、運

航に必要な書類や機器類の熟知、船用品の管理な

ど普段使用している物がまだ整っていないゼロの

状況から常に使用できる１００％の状態までもってい

く業務も行います。竣工時期が迫るにつれて慌し

さは増していき造船所の就業終了後も、まだ事務

所や本船に残って残業をする艤装員もいます。

竣工日まで後数日という日、一人の航海士（以

下Ａさんと記する）が残業でブリッジに残り、帰

途につこうとエレベーターでアッパーデッキまで

降りている時の事です。

造船所が夕方以降に作業が無ければ船内供給電

源を切るということを私達艤装員は知らず、その

日の夕方以降に造船所側の作業が無かったため電

源が切られました。そのため船内はブラックアウ

トとなり、エレベーターは停止し、船内は真っ暗

な闇です。ちょうどアッパーデッキまで降りてい

る途中だったＡさんは、エレベーターの中に閉じ

こめられてしまいました。

その頃、ホテルの部屋でTVを見ていた私の携帯

にＡさんから電話がかかってきました。船内がブ

ラックアウトになってエレベーター内に閉じ込め

られたと言われ、最初は何のことかと思っていま

したが聞こえる声の響きからして本当に閉じ込め

られたのだと理解するまで少し時間がかかりまし

た。造船所に連絡して救助をしてもらおうかと思

���������������������������

▲航行中のHUMBER BRIDGE
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っても、電話番号がわからないのでどうしようも

できません。エレベーターから抜け出すことはで

きるみたいだが、ドアを開ける方法がわからない

と言われ、自分もわかりません。エンジニアに聞

くしかないと思い電話をしてみましたが、恐らく

夜の街へ出かけておりなかなか電話に出ませんで

した。時間が経つにつれて私自身もＡさんのこと

が心配になり焦り始めてきた時、ようやくエンジ

ニアと連絡が取れていろいろと脱出法を聞き、折

り返しＡさんに電話をしてみると、もうドアを開

けてエレベーターから脱出できたと連絡がありま

した。

何事も無く無事に脱出できたＡさんは竣工前に

貴重な体験をされ、必死に闇の中を脱出したにも

かかわらず、翌日出勤してこられた他の艤装員に

は笑い話になりました。今思えば闇の中を怪我も

なく無事に脱出できたことが何よりだと思います。

竣工後は上海を基点に寧波～高雄～香港～シン

ガポールと港間が近いため忙しい日々が続きます。

タンカー、液化ガス船やバルカー等は、竣工後積

地まで一週間以上の航海日数がありますが、本船

のようなコンテナ船には余裕のあるスケジュール

は無く、上海入港までの２日間で、緊急事態にお

ける乗組員への防火・退船操練等や年々厳しくな

っているPSCや ISPSへの対応準備などを行わな

ければなりません。

現在は無事に極東サイドのスケジュールを終え、

欧州向けインド洋を航行中です。まだまだ、船内

は慌しい状況で落ち着くまでに時間がかかりそう

ですが、安全第一を忘れずに安全運航を行ってい

きたいと思います。

���������������������������

▲主機上部

▲本船乗組員と船舶管理会社首脳



１
日
「ILO海事労働条約国内法化勉強会（座長：野

川忍・東京学芸大学教授）」第２回会合が開催

された。

２
日
当協会、全日本海員組合、国土交通省海事局

の官労使による「外航日本人船員確保・育成

に関する新スキーム導入のための検討調整会

議」第２回会合が開催された。

４
日
当協会は、海事振興連盟「広島タウンミーテ

ィング」に参画し、燃料油高騰問題、トン数

標準税制の導入などについて意見の交換を行

った（Ｐ．１６海運ニュース参照）

６
〜
９
日

IMO第９７回理事会がロンドンにて開催された。

１４
日
コンテナ・シッピング・フォーラム（主催：

日本海事新聞社、協力：当協会・日本荷主協

会、後援：国土交通省）が東京にて開催され

た。（Ｐ．３３囲み記事参照）

１６
日
第４回船員保険事業運営懇談会（座長：岩村

正彦・東京大学大学院教授）が開催された。

２４
日
公正取引委員会は、「政府規制と競争政策に関

する研究会（座長：岩田規久男・学習院大学

教授）」の第５回会合を開催した。

（Ｐ．１２海運ニュース参照）

２８
日

ASF航行安全および環境委員会（SNEC）中間

会合がタイのバンコクにて開催された。

（Ｐ．１１海運ニュース参照）

２７
〜
１２
�
１
日

バーゼル条約第８回締約国会議（COP８）が

ケニヤのナイロビにて開催された。

（Ｐ．６海運ニュース参照）

２９
〜
１２
�
８
日

IMO第８２回海上安全委員会（MSC８２）がトル

コのイスタンブールにて開催された。

３０
日
第５回船員保険事業運営懇談会（座長：岩村

正彦・東京大学大学院教授）が開催された。

２２００００６６年年
1111月月
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１１月の定例理事会の模様

（１１月２９日 日本船主協会役員会議室にて開催）

政策委員会

１．トン数標準税制の進捗状況

２．船員・船籍問題の進捗状況

３．外航船社間協定に対するわが国独禁法適用除

外制度に関する動き

労政委員会

１．船員保険制度改革について

海上安全・環境委員会

１．シップリサイクルに係る新条約の検討状況

内航部会

１．海事振興連盟『広島タウンミーティング』へ

の参加

２．運輸安全法の施行（１０�１～）について国土
交通省より説明

港湾関連業務専門委員会

１．水先人養成制度について

港湾物流専門委員会

１．パナマ運河拡張計画への対応

２．入港関係書類の事前報告義務化

公布法令（１１月）

� 関税定率法等の一部を改正する法律の一部の

施行期日を定める政令（政令第３４５号、平成１８

年１１月１日公布、平成１９年２月１日施行）

� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行令の一部を改正する政令（政令第３４８号、

平成１８年１１月１日公布、平成１９年１月１日施

行、一部平成１８年１１月２２日施行）

� 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保

等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（国土交通省令第１０３号、平成１８年１１月１日公

布、平成１９年２月１日施行）

� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行規則等の一部を改正する省令（国土交通

省令第１０５号、平成１８年１１月８日公布、平成１８

年１１月２２日施行）

� 関税法施行規則の一部を改正する省令（財務

省令第７０号、平成１８年１１月１０日公布、平成１９年

２月１日施行）

� 電波法施行規則の一部を改正する省令（総務

省令第１３２号、平成１８年１１月２０日公布、施行）

� 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

施行令の一部を改正する政令の一部を改正す

る政令（政令第３６２号、平成１８年１１月２２日公布、

施行）

国際会議の予定（１月）

会議名：IMO第３８回訓練・当直基準小委員会（STW）

日 程：１月２２日～２６日

場 所：ロンドン

船船協協だだよよりり
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００２
２００３
２００４
２００５

２００５年１１月
１２

２００６年１月
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５２，１０９
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２

５，９１５
６，３４０
５，００８
５，８５０
６，８１６
６，１２９
５，７０４
６，２７１
６，３２１
６，１４１
６，８３２
６，５９３

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４２，２２８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１

５，３１９
５，４２８
５，３６２
４，９０３
５，８４８
５，４７９
５，３２３
５，４６５
５，４６３
５，９４６
５，８２３
５，９８２

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
９，８８１
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２

５９６
９１２

▲３５３
９４７
９６８
６５０
３８１
８０５
８５８
１９５

１，００９
６１１

９．６
２．６
８．６
６．４
４．７
１２．１
７．３

１４．７
１７．５
１３．５
２０．７
１８．０
１１．３
１８．９
１４．５
１４．２
１７．６
１５．３
１１．５

１６．８
１２．３
１６．１
▲０．４
５．１
１０．９
１５．６

１６．７
２７．４
２７．０
３０．３
２５．３
２０．２
１８．０
１８．３
１６．９
１６．２
１７．０
１７．５

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
２００５

２００５年１２月
２００６年１月

２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１２１．５３
１２５．２８
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６

１１８．６４
１１５．４５
１１７．８７
１１７．３１
１１７．１３
１１１．５１
１１４．５３
１１５．６５
１１５．８８
１１７．０１
１１８．５９
１１７．３５

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１１３．８５
１１５．９２
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５

１１５．７２
１１４．１０
１１６．２５
１１５．８２
１１４．３０
１０９．５０
１１１．６５
１１３．６５
１１４．４４
１１５．８５
１１７．４２
１１５．６５

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１３１．６９
１３４．６９
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５

１２１．３５
１１７．７１
１１８．９５
１１８．８６
１１８．６７
１１３．６５
１１６．５４
１１７．２５
１１７．３２
１１７．９３
１１９．５１
１１８．３０

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２０００
２００１
２００２
２００３
２００４
２００５

２００６ ３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

１４６，６４３
１５４，００５
１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７４，４０２

８，１１９
８，３８１
９，８５８
４，６７５
４，３１７
５，１０７
７，３１２
６，９９２
８，４４７

２，１８２
３，０６３
９７８

１，３２０
２，４１４
２，１４５

３００
０

３００
０
０
０
０
０
０

１４４，４６１
１５０，９４２
１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７２，２５７

７，８１９
８，３８１
９，５５８
４，６７５
４，３１７
５，１０７
７，３１２
６，９９２
８，４４７

４６，５４９
５２，３２４
４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６

２，０４５
２，２０５
３，０４５
９７０

１，５８０
８５７

１，４８５
１，５５０
２，４８５

２６，１４７
１６，７８９
１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０

２１６
１，２７７
３４７
９５
１７
０

２８５
５３４
２５１

４，５７６
７，２８８
５，８５３
３，６５７
７００
１６２

１４７
８０
１４
０
０
０
２８
０
０

６７，４３１
７２，１７７
６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
３９，１０５

５，４１１
４，７５５
６，０９０
３，６１０
２，７１５
４，２５０
５，４８０
４，８５８
５，６３８

１９８
４７２
４４２
２４８
５９６
２４７

０
０
０
０
０
０
０
０
７３

１８２
９７８

１，０５４
４３８
６９０
３３１

０
６４
６１
０
６
０
９４
５０
０

１，５５１
９１４
２４９
１７２
１０８
８６

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１７０，０３２
１５０，１５４
１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６

３９，９３１
２８，６３３
３２，３９２
２６，５６３
２０，５８８
２０，１６２
２４，４１６
２５，６７９
３７，５４２

４５，０２１
３８，４５５
５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４

７，９５７
５，３４６
７，９８６
１２，１４０
１１，１３２
１６，１４３
９，３６１
６，４５０
１１，３４６

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。�品目別はシングルものの合計。�年別は暦年。

海運統計
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４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００４ ２００５ ２００６ ２００４ ２００５ ２００６
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１５２．５０ ８７．００
１５９．００１０２．５０
１１７．５０ ７０．７５
１１０．００ ７７．５０
１２５．００ ７１．２５
１３５．００１１４．００

１４８．００１２０．００
１２１．００ ９７．５０
１５７．５０ ８３．５０
２９０．００１５６．００
３５０．００２６５．００
３１０．００ ８５．００

８５．００ ５９．５０
１６７．５０ ７５．００
１３７．５０ ７５．００
９６．００ ８０．００
９０．００ ６２．５０
６７．５０ ５２．５０

１０２．００ ７３．７５
７２．５０ ５６．５０
１０２．５０ ６２．５０
１２５．００ ９０．００
２１６．００１３５．００
１７２．５０１１０．００

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００

１２７．５０ ８２．５０
１３２．５０ ８７．５０
１１２．５０ ６０．００
８７．５０ ６７．５０
１００．００ ６９．５０
１１２．５０ ８７．５０

１２３．００ ９５．００
１０２．５０ ８７．５０
１４５．００ ７５．００
２２５．００１１７．５０
２５５．００１６７．５０
２２５．００ ９７．５０

７７．００ ６２．５０
１４０．００１１２．５０
１０２．５０ ７５．００
９０．００ ７２．５０
８８．２５ ６２．５０
６１．２５ ５０．００

８５．００ ６２．５０
６７．５０ ６０．００
１０２．５０ ６５．００
１２０．００ ８７．５０
１７０．００１３０．００
１４５．００１００．００

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧）

５．穀物（ガルフ�日本・ガルフ�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
ガルフ�日本 ガルフ�西欧

２００５ ２００６ ２００５ ２００６
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

６０．５０ ５９．７５
―
―
―
―
―

３７．７５ ３７．５０
―
―

４７．５０

３７．４５
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれも５万D�W以上８万D�W未満の
船舶によるもの。�グラフの値はいずれも最高値。
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（ドル） （ドル） 
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石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） タンカー運賃指数

６．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００５ ２００６ ２００５ ２００６ ２００５ ２００６

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

―
―

２７．００
―
―
―

―
１３．６０
―

２１．５０

１８．４５ １６．２０
―
―
―

１８．７５
―

―
１９．１０

４０．００ １２．５０
３６．００ ３３．００
３９．２５ ３４．７５
３８．５０ ３４．００
３３．４０ ２１．５０
２１．５０ １６．６８

２３．５０ １９．００
２４．５０ １７．５０
２９．５０ ２６．００
３４．００ ２７．６３
３２．００ ２３．４８

２３．５０ １９．７０
２４．９９ ２１．００
２６．７５ １８．５０
２４．００ ２０．９０
２４．３０ １９．７０
２５．７５ ２２．００

３２．２５ ２３．７５
３７．００ ３１．００
３６．００ ２８．５０

１９．７５ １６．００
２２．００ １７．２５

１６．２０
２４．２５ ２２．７５
２０．５０ １３．２５
１１．２５ １０．００

１１．５０ ９．２５
１２．１５ １０．３０

―
１８．５０ １５．８０

１４．００

１１．００ ８．７５
１２．５０
―

１１．２５ ９．８５
１１．５０ １０．５０

１２．７０

１５．４０
１３．１０

２０．２５ １７．９０

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

７．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００４ ２００５ ２００６
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１３３
１３２
１３２
９６
９５
１１９

１２７
１０７
１０３
１９５
２７６
２１６

２５０
１７８
１５３
１４１
１３７
１４９

１５６
１５５
１５４
２８５
３４２
２４０

２８９
２１５
１８２
１４０
１６４
１９３

１８７
１６９
１６３
３５５
３７４
２６８

３８６
３５５
２３８
２０４
２０１
２３３

２４３
２１９
２２９
３２０
４３３
３７８

２８７
３２６
３２３
２１０
２３５
２５６

２４０
２１７
２２６
２６３
３９０
３６７

８０
１３５
９６
８５
７５
６１

８３
６９
８２
１０９
１７９
１４９

１７０
１６５
１６２
１２４
１３７
１２６

１０８
１０７
１２０
１８６
２２５
２５７

２１０
１８１
１９５
１５７
１９１
１５７

１４４
１３３
１５４
１４９
２６９
２５７

３０７
２３３
２５５
２１２
２７１
２６７

２４８
１９０
２４４
３７６
３５８
２８６

３２２
２６７
２８９
２７４
２５３
２５３

２４３
２１１
３５０
３８５
３１２
２８４

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７

平均 １４４．３ １９５．０ ２２４．９ ２８６．６ ２７８．３ １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９
（注） �２００３年までは「Lloyd's Ship Manager」、２００４年からは「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワー

ルドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分については、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～
１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４
～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン ◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型
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用船料指数 係船船腹

９．係船船腹量の推移

月次
２００４ ２００５ ２００６

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タ ン カ ー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

２０５
２０６
１８８
１８１
１７５
１６８

１６６
１５９
１４６
１５５
１３８
１３８

１，３１７
１，２３６
１，１５６
１，１０１
１，０４１
９３５

９０２
９００
８０２
８８２
８１３
８１１

１，３５０
１，２７９
１，２３４
１，２３２
１，１７８
１，０５７

１，００６
１，００８
８８１
９３４
８７７
８７７

５３
５１
５６
５５
５４
５５

５２
５０
４７
４３
３８
３９

２８７
２８６
３００
１６３
１４５
１４２

１３１
１３０
９０
１０３
１１３
１４３

４８９
４９０
５０９
２５６
２２４
２１８

２０４
１９９
１４６
１４８
１６２
２１８

１３８
１４７
１３７
１３０
１２８
１２９

１３３
１３２
１３４
１３８
１３９
１４１

７７９
７６６
７３３
６７０
６４０
６３７

６４１
６４５
６６８
６７６
６４９
６７９

８３０
８１３
７９７
７６５
７５２
７５０

７５４
７６６
７４５
７５１
７３１
７１０

３５
３２
３３
３５
３６
３６

３４
３４
３４
３４
３４
３４

１３５
９６
１４７
１４８
１０３
１０３

９９
９９
１７０
１０３
１３１
１２８

２０９
１４２
２２９
２３１
１５０
１５０

１４５
１４５
１９４
１４９
１７３
１７１

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。

８．貨物船定期用船料指数

月次
２００３ ２００４ ２００５ ２００６

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８５
１５６
１５１
２０３
２９０
３０４

２７３
２７６
２９４
３３７
３０９
３６０

１，７３３
１，６６９
１，８０２
２，０８１
２，３１７
２，１３５

２，２３８
２，３２２
２，４６７
４，４７７
４，０４６
４，５３９

５５３
６１３
６１５
５５８
５３３
４０１

４７８
５６２
５１４
５０３
５４４
７０１

４，５３９
５，２９０
５，１２２
４，６３５
３．４５２
２，７６２

３，９７１
４，１８０
４，２１４
４，６０２
４，２６４
５，１７６

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

２９０
２５８
２９５
３６０
２７５
３５１

４１５
４４２
４９４
４６９

２７８
２７２
３０５
３６６
３２５
３４４

４０５
４５３
５００
５１８

３２４
３２８
３７１
３４６
３４２
４２４

４７９
５２４
５７４
５７７

３０５
３７３
３５６
３４５
２９１
３２８

３８９
５４４
５４２
５９７

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。

�用船料指数は１９８５年＝１００。
�BDI（Baltic Dry Index）は月央値。
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この内容に関するパンフレットをご希望の方は、下記までご連絡ください。
（企画部）TEL：０３‐３２６４‐７１７４、FAX：０３‐３２６２‐４７５７、e�mail : pln�div@jsanet.or.jp
なお、パンフレットは、当協会ホームページ（www.jsanet.or.jp）にも掲載しています。
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知床に想う
白神山地・屋久島に続き、日本では３番目の世

界自然遺産、知床。２０数年前の学生時代に「自然
保護＊のボランティア」として赴いて以来、何度か
訪れた思い出の地だ。昨夏のことながら、世界遺
産登録理由で私の興味を引いているのは「海洋環
境も評価された」点であった。
「シルエトク」（「地の果てるところ」の意味）と
いう言葉に語源を持つ知床。大地にはヒグマやエ
ゾシカ、シマフクロウなど多数の野生生物が生息
し、半島を背骨のように貫く連山には、夏になる
と多様な高山植物が可憐に咲く“第一級の自然郷”
だ。秋には素晴らしい紅葉が全山を覆い、半島に
百数本ある川には鮭が遡上し、産卵という生命の
ドラマを繰り広げる。
そして冬。遠くアムール河河口付近で出来た「白
い使者」流氷が押し寄せ、一晩で海を埋め尽くす。
その下には海草の森。豊富なプランクトン、それ
を食べる魚類を追ってアザラシやオオワシ、オジ
ロワシなども姿を見せる。流氷が訪れる、最も緯
度の低い地点と聞く。
遊覧船から眺める知床連山や、断崖絶壁から多

数の滝が海へ注ぐ景観は見る者を圧倒する。知床
は「豊饒の森を、生命あふれる海が支える自然環
境」と言えよう。

先刻述べたように、評価されたポイントに「海
洋環境」が挙げられたことは、海運業という海を
基盤にする企業の一人として、素直に喜ばしい。
反面心配なのが、観光客増加・オーバーユースな
どによる環境の悪化や動植物の減少だ。自然遺産
の南の雄・屋久島のシンボルである縄文杉は、登
山者の過度の入り込みによる周囲の踏み固めのた
め、悪影響を懸念されている。複雑な自然の循環
サイクルは、少しでも変調を来すと大きな打撃に
直結する。海と山・森が絶妙に調和する知床では、
より一層と思う。今後解決すべき課題は多かろう。
当社は環境憲章を策定し、海洋・地球環境の保

全に努めることを宣言。しかしそれは、一企業の
みならず本協会や海運業全体に課せられた使命だ。
地球市民共通の宝である「世界遺産」知床。その
海洋環境を守るために、そして世界の自然環境・
海洋環境を守るためにできることがあれば、地球
市民の一人として知恵を絞りたい。
遥かなる知床へ、夢は膨んでいく。

＊民間に渡った土地を一般からの寄付で買い戻し、伐採で失わ
れた森林を植林で復活させるプロジェクト・しれとこ１００�運
動。キャッチフレーズは「知床で夢をかいませんか」。
日本のナショナルトラスト運動史に燦然と輝く、この自然

保護運動でも知床は名高い。

株式会社商船三井 広報室マネージャー
鹿野 謙二

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ部長 加藤 和男

飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦

川崎近海汽船 総務部副部長 廣岡 啓

川 崎 汽 船 IR�広報グループ 情報広報チーム長 高山 敦
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三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹

新 和 海 運 総務グループ 総務�法規保険チームリーダー 藤田 正数

日本船主協会 常務理事 植村 保雄

常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收

企画部長 園田 裕一

海務部労政担当副部長 山脇 俊介

編 集 後 記
あっという間に今年も残すところあと僅

か。昔「社会人になると１年が早い」と聞
きましたが、年々実感しつつあるこの頃、
毎日を大切に過ごしたいものです。
先日、メンバー会社殿ご協力のもと、

７８，０００DWTの巨大なコンテナ船（パナマ籍
船）を見学させていただく機会がありまし
た。ルーマニア人船長・職員とフィリピン
人部員から構成されるいわゆる仕組船。当
然ながら、日本人は一人もおらず、スタッ
フは英語で意思疎通。６２５０TEUもの巨大な
船をたった２７人で動かす。
これが日本商船隊の現実なのだ、と目の

前に突きつけられた思いがしました。昨年
も内航のタンカーを見学させていただきま
したが（弊誌２００６年１月号Ｐ．３０参照）、それ
とはまた違った視点から様々なことを感じ、
学ぶことができました。
来年の抱負、を一つ挙げるとすれば、こ

ういった pieceをもとに業界の更なる発展に
貢献できるよう日々業務を進めていくこと
でしょうか。来年も弊会・弊誌をどうぞよ
ろしくお願い致します。 （MN）
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